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はじめに 

平成３０年１月に発表された本年度の政府経済見通しでは、平成３０年度の日本経済は、

「生産性革命」と「人づくり革命」に取り組むことにより、雇用・所得環境の改善が続き、

経済の好循環がさらに進展する中で、民需を中心とした景気回復が見込まれています。しか

し、先行きのリスクとして、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等に留意する

必要があり、これらの地方財政への影響が懸念されるところです。 

また、これまで、法人住民税の一部国税化や地方消費税清算基準の見直しなど、国による

不合理な税制改正等が繰り返されており、加えて、平成３１年度税制改正において「新たな

偏在是正措置」を講じる考え方が示されました。このように、財政運営上のリスクが絶えず

存在し、今後、一般財源総額の確保が難しくなることも見込まれます。 

こうした状況のもと、今後も景気の動向を十分注視しながら、健全で持続可能な行財政運

営を確立するために、一層の取組みを進めていく必要があります。 

ここに、北区の財政状況及び今後の課題をできるだけわかりやすくご理解いただけるよう、

平成２９（２０１７）年度決算版財政白書を作成しました。本書では、平成２９年度決算の

内容を、一般会計から総務省の定める全国統一基準に置き換えた「普通会計」と、企業会計

的手法を取り入れた地方公会計制度により作成する財務書類を用いて、様々な視点から分析

を行い、解説します。 

北区を取り巻く財政環境は予断を許さない状況にありますが、自立した基礎自治体として、

少子高齢化の進展などをふまえ、区民福祉の維持・向上のために 善を尽くしてまいります

ので、本書を通じて区財政の現況をご理解いただければ幸いです。 
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１ 北区の人口構成 

 
 住民基本台帳人口は、平成３０年１月１日現在で３４万８，０３０人となり、前年比

で２，８８１人増加し６年連続の増加となりました。世代別に見ると、年少人口（１４

歳以下）、生産年齢人口（１５～６４歳）、高齢者人口（６５歳以上）の全ての世代にお

いて引き続き増加しました。少子高齢化の進展により高齢者人口が増加を続けるととも

に、ここ数年は転入者数や出生数が増加し、年少人口及び生産年齢人口も年々増加して

おり、平成３０年５月には２５年ぶりに３５万人を超えました。 
高齢化率は前年比で０．１ポイント低下したものの、引き続き東京都平均を上回る高

い割合で推移しています。 

 
 
 

 
 

（参考）国勢調査人口 
平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

326,764 人 330,412 人 335,544 人 341,076 人 
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 ５年に１度行われる国勢調査によれば、北区の総人口は、昭和４０年の約４５万２千人

をピークに減少傾向が続き、平成１２年には約３２万７千人まで減少しましたが、平成

１７年に４０年ぶりに増加に転じて以降、平成２７年まで引き続き増加しています。 
また、平成３０年１月１日現在の住民基本台帳人口では、北区の高齢化率（６５歳以上

人口が総人口に占める割合）は２５．３％で、２３区で も高くなっています。 

※ 各年１月１日現在の住民基本台帳人口で、平成２５年以降は外国人人口を含みます。 

※ 各年１月１日現在の住民基本台帳人口で、平成２５年以降は外国人人口を含みます。 

※ 平成３２（２０２０）年は『北区行政資料集（平成３０年９月発行）』による推計です。 
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２ 基本姿勢と４つの重点戦略、３つの優先課題 
北区は、区 大の課題である少子高齢化対策に積極的に取り組み、魅力ある美しいふる

さとづくりを進めるべく、「区民とともに」の基本姿勢のもと、北区基本計画２０１５に

基づき、「子ども」・かがやき戦略、「元気」・いきいき戦略、「花＊みどり」・やすらぎ戦略、

「安全・安心」・快適戦略の４つを推進しています。 
 
平成２９年度は、国の経済情勢の先行きが不透明な状況においても、区政が直面してい

る多くの重要課題に対して、積極的な取組みを進めるため、「北区基本計画２０１５」に

基づく２つの 重要課題と３つの優先課題を中心に、「北区中期計画（平成２９年度～  

３１年度）」を踏まえた、新たな事業の構築やレベルアップを図りました。特に、保育所

待機児童解消、十条駅、王子駅周辺をはじめとした本格化するまちづくりの一層の推進、

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えた事前キャンプ誘致や外国

人旅行者のための環境整備などに積極的に取り組み、「北区版総合戦略」に掲げる北区の

個性や魅力を内外に発信するための施策の充実も行いました。 
平成２９年度は、新庁舎建設に向けて、新たな一歩を踏み出す年であり、区民の誰もが

地域への愛着を持つことができる「人が輝く、まちが輝く、未来が輝く ふるさと北区」

づくりを目指し、未来に向け着実な歩みを進めました。 
 

 
○３つの優先課題などへの取組み（平成２９年度の主な事業） 

地震・水害に強い安全・安心なまちづくりに全力 

 「いのち」をつなぐライフラインの確保  感震ブレーカーの設置推進 

決算額 1,988 万6 千円 決算額 337 万6 千円

首都直下地震に備え、災害発生時に特に重要と

なる飲料水確保のため、飲料水を供給する給水車

を新たに2 台配備し、避難所等への迅速な輸送が

可能な体制を確立 

十条・志茂地区など区内の不燃化特区内における

木造住宅居住者に対する感震ブレーカーの無料配

布や、避難行動要支援者世帯に対する感震ブレーカ

ー等の取付支援を開始 

がけ・擁壁等の安全・安心支援事業 地域防災力の強化と生活再建支援システムの構築

決算額 799 万2 千円 決算額 3,140 万3 千円

土砂災害から身の安全を守るため、土砂災害防

止法の対象外となる、高さ 2ｍ以上・傾斜度 30

度以上のがけや擁壁等の調査に着手 

自主防災組織に、既に配備済みのスタンドパイプ

の機能強化を図るため、飲料水の確保や初期消火に

効果が見込まれる接続器具を配備するとともに、災

害時の家屋被害の認定調査や、り災証明の発行など

を行う「被災者生活再建支援システム」を構築 

長生きするなら北区が一番 

 いきいき生活援助サービスの開始 安否確認センサの設置・推進       

決算額 470 万7 千円 決算額 4,580 万円

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよ

う、シルバー人材センターと連携し、「いきいき生

活援助サービス（区独自訪問型サービス）」を開始

するとともに、サービスの担い手を養成 

高齢者や障害者の在宅時の安心を確保するため、

緊急通報システムのオプションとして「安否確認セ

ンサ」を導入 
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子育てするなら北区が一番 

 保育所待機児童解消  産後ショートステイ事業の開始 

決算額 21 億5,531 万7 千円 決算額 38 万4 千円

私立認可保育所等の整備費補助や、区立上十条

保育園、堀船南保育園、ほりふな幼稚園の園舎の

改修などにより、保育定員を拡大 

 産後の母体回復、育児不安の解消を目的として、

産後4 カ月未満の産婦を対象に産後ケア施設・助

産院に宿泊する費用（1 泊まで）の8 割を助成 

 ひとり親家庭等相談室の設置  計画的な学校改築の推進 

決算額 519 万1 千円 決算額 52 億6,733 万1 千円

ひとり親家庭等に対する生活相談を通じて、関

係機関や必要な支援につなぐ「ひとり親家庭等相

談室（そらまめ相談室）」を区役所第一庁舎２階に

設置 

 なでしこ小学校、稲付中学校、田端中学校、浮間

中学校の改築、王子第一小学校の基本設計のほか、

飛鳥中学校の改築に向けた検討を行うとともに、旧

桜田小学校を「改築ステーション」として整備 

まちづくりの一層の推進 

十条駅周辺のまちづくりの推進 王子駅周辺のまちづくりの推進 

決算額 9,629 万4 千円 決算額 79 万2 千円

十条駅西口地区市街地再開発事業のさらなる推

進を図るとともに、十条駅付近連続立体交差事業

の鉄道付属街路にかかる都市計画手続きと測量を

実施 

王子駅周辺まちづくりグランドデザインの実現

に向けて、「王子駅周辺まちづくり整備計画」を策

定するため、交通量等の基礎調査を含めた検討を開

始 

東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えて 

「トップアスリートのまち・北区」の推進 外国人観光客への北区らしいおもてなし 

決算額 463 万9 千円 決算額 649 万円

東京2020大会開催の1,000日前を記念した

イベントを赤羽体育館で開催するとともに、事前

キャンプの誘致活動を推進 

北とぴあ1 階区民プラザや赤羽エコー広場館内

にある赤羽観光PR コーナー、十条銀座商店街への

公衆無線LAN の整備などを実施 

「北区版総合戦略」の実現に向けて 

女性の活躍を推進 東京北区観光協会への支援 

決算額 5,614 万7 千円 決算額 655 万1 千円

再就職を希望する女性へのインターンシップな

どの支援を行うとともに、新たに育児休業中の女

性や離職中の女性、中小企業経営者向けのセミナ

ーを開催 

平成29 年1 月に設立した一般社団法人東京北

区観光協会と連携し、観光振興事業を推進 

その他 

国際化を見据えたグローバル人材の育成 応援サポーター基金の活用 

決算額 3,717 万9 千円 決算額 250 万円

アメリカ・カリフォルニア州ウォルナットクリ

ーク市にある私立学校セブンヒルズスクールへの

中学生相互交流生徒数を拡大するとともに、新た

に区内在住の高校生を青少年交流団として派遣 

北区応援サポーター寄附制度における寄附金を

原資とした北区応援サポーター基金を、災害時など

に飲料水を供給する給水車の購入や家庭教育力向

上アクションプランの推進に活用 
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第２部 
 

普通会計決算による 
区財政の分析 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通会計とは・・・ 
 北区の会計は、一般会計と特別会計（国民健康保険事業会計、中小企業従業員退職金等

共済事業会計、介護保険会計、後期高齢者医療会計）に区分経理されていますが、各地方

公共団体の会計区分は一様ではありません。そこで、団体間の比較や時系列比較が可能と

なるように、総務省の定める統一的な方法（地方財政状況調査）により、一般行政部門の

会計を「普通会計」として整理し、その他の会計（公営事業会計）と区分しています。 

この基準では、区立特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター等の介護サービ

ス事業に係る経費や、区営駐車場の運営経費については「公営企業会計」という別の会計

に分類されるため、普通会計からは除かれます。また、満期一括償還地方債については、

償還財源として減債基金に積み立てた時点で公債費として扱い、満期一括償還時には公債

費としないこととされているなど、一般会計とは数値が異なります。 
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第１章 区財政の現況 
１ 平成２９年度普通会計決算の概要 

 
                                 （単位：千円、％） 

区分 平成29 年度 平成28 年度 増減額 増減率 

歳入総額     (Ａ) 143,202,189 147,003,118 △3,800,929 △2.6

歳出総額     (Ｂ) 138,539,799 143,111,565 △4,571,766 △3.2

形式収支 (Ａ－Ｂ＝Ｃ) 4,662,390 3,891,553 770,837 19.8

翌年度に繰り越す 

べき財源     (Ｄ) 
67,896 39,806 28,090 70.6

実質収支 (Ｃ－Ｄ＝Ｅ) 4,594,494 3,851,747 742,747 19.3
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億円億円

年度

普通会計決算の推移

歳入総額（左目盛） 歳出総額（左目盛） 実質収支（右目盛）

 北区における平成２９年度普通会計決算は、滝野川三丁目国有地取得や赤羽体育館

建設が終了したことなどにより、投資的経費及びそれに伴う特定財源（地方債、繰入

金）が大きく減少し、歳入・歳出総額ともに３年ぶりに減少しました。 
決算収支は、形式収支で４６億６，２３９万円の黒字となり、形式収支から翌年度

に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、４５億９，４４９万４千円の黒字とな

りました。 
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○歳入の概要 

 

 
※ 区名の横にある人数は、各区の平成３０年１月１日現在の総人口（住民基本台帳人口）です。 
※ 端数処理により、合計が一致しない場合があります。 

特別区税

287億8,454万8千円

（20.1％）

特別区交付金

496億5,314万5千円

（34.7％）

地方消費税交付金

71億6,985万7千円

（5.0％）

地方譲与税など

19億2,127万6千円

（1.3％）

国庫支出金

265億1,099万4千円

（18.5％）

都支出金

95億7,723万6千円

（6.7％）

繰入金

60億6,410万3千円

（4.2％）

地方債

29億7,290万円

（2.1％）

その他

105億4,813万円

（7.4％）

一般財源

875億2,882万6千円

（61.1％）

特定財源

556億7,336万3千円

（38.9％）

平成29年度普通会計決算

歳入総額 1,432億218万9千円

41.6%

36.0%

27.0%

27.7%

33.0%

27.7%

20.1%

2.2%→

7.1%

28.3%

24.3%

19.5%

25.7%

34.7%

9.4%

23.4%

7.0%

7.8%

10.3%

7.9%

6.3%

6.5%

7.4%

18.7%

18.5%

19.2%

17.3%

18.5%

40.3%

26.1%

19.0%

21.7%

18.0%

21.4%

20.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

港区 253,639人

千代田区 61,269人

中野区 328,683人

品川区 387,622人

新宿区 342,297人

２３区平均

北区 348,030人

平成29年度普通会計決算（歳入）の構成比

特別区税 特別区交付金 その他一般財源 国庫支出金 その他特定財源

 歳入の中で も割合の高いものは特別区交付金（特別区財政調整交付金）の３４.７％

で、特別区税の２０．１％と合わせて全体の約５割を占めています。 
 ２３区平均と比較すると、特別区税の割合が低く、特別区交付金に対する依存度が

高いことがわかります。同程度の人口規模の新宿区や品川区、中野区と比較した場合、

歳入構成の違いが見てとれます。千代田区や港区のような都心区と比較した場合には、

その違いがさらに明確になります。 
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○歳出の概要 

 

 
※ 端数処理により、合計が一致しない場合があります。 

総務費

142億4,463万8千円

（10.3％）

民生費

784億1,296万3千円

（56.6％）
衛生費

87億4,161万8千円

（6.3％）

商工費

27億1,216万6千円

（2.0％）

土木費

93億1,893万円

（6.7％）

消防費

10億3,096万7千円

（0.7％）

教育費

199億5,419万5千円

（14.4％）

その他

41億2,432万2千円

（3.1％）

（目的別） 平成29年度普通会計決算

歳出総額 1,385億3,979万9千円

人件費

233億6,901万8千円

（16.9％）

扶助費

480億110万4千円

（34.6％）

公債費

31億4,480万6千円

（2.3％）

繰出金

135億1,649万3千円

（9.8％）

物件費

214億8,225万9千円

（15.5％）

補助費等

59億1,391万5千円

（4.3％）

維持補修費

11億7,672万7千円

（0.8％）

出資金・積立金及び貸付金

66億403万8千円

（4.7％）

普通建設事業費

153億3,143万9千円

（11.1％）

義務的経費

745億1,492万8千円

（53.8％）

その他経費

486億9,343万2千円

（35.1％）

投資的経費

153億3,143万9千円

（11.1％）

（性質別）

 歳出を目的別に見ると、 も割合の高いものは、福祉施策に要する経費である民生

費で、全体の５０％を大きく超える構成比になっています。 
 性質別に見ると、義務的経費が全体の５３．８％を占めており、実質的な義務的経

費である、医療・介護保険等に係わる特別会計への繰出金を加えると、６３．６％に

なります。 
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２ 歳入の分析 
（１） 一般財源と特定財源 

 

 
歳入を使途の制約から分類した場合、「一般財源」と「特定財源」に分けられます。 
一般財源は使途が制約されず、どのような経費にも使用できるもので、特別区税や特

別区交付金、地方消費税交付金などが該当します。特定財源は一般財源とは異なり使途

が特定されているもので、国・都支出金などが該当します。 
平成２９年度決算では、特別区交付金が減となったものの、特別区税や、都税と連動

した各種交付金が増加したことにより、一般財源は７億円の増となりました。一方、特

定財源は、地方債や繰越金、繰入金の減により大幅に減少し、４５億円の減となりまし

た。その結果、一般財源比率は２．１ポイント上昇し、６１．１％となりました。２３

区の平均である６１．３％と比較すると、一般財源の割合が低くなっています。 
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一般財源と特定財源の推移

一般財源総額 特定財源総額 一般財源比率（北区） 一般財源比率（23区）

％

年度

％

年度

歳入総額のうち一般財源が占める割合は６０％前後で推移しており、２３区平均よ

りも低い水準となっています。一般財源の割合が高いほど、円滑な財政運営が可能と

なり、多様な行政需要に対応ができることから、一般財源の確保に努めていく必要が

あります。 

※ 一般財源 
特別区税、特別区交付金、地方消費税交付金など各種交付金の合計額 
 

※ 特定財源 
国・都支出金、繰入金、地方債、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、 
寄附金、繰越金、諸収入の合計額 
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（２） 自主財源と依存財源 

 
歳入を収入源から分類した場合、「自主財源」と「依存財源」に分けられます。 
自主財源は自治体が自らの権限により調達できるもので、特別区税や使用料及び手数

料などが該当します。一方、依存財源は収入源を国や都などに依存しているもので、特

別区交付金、国・都支出金などが該当します。 
平成２９年度決算では、特別区税は増となったものの、繰越金や繰入金が大幅に減少

したことにより、自主財源は２１億円減少しました。依存財源は、国庫支出金や都税と

連動した各種交付金が増加した一方で、地方債が大幅に減少したため、１７億円の減と

なりました。その結果、自主財源比率は０．６ポイント低下し、３１．７％となりまし

た。２３区の平均である４０．９％と比較すると、自主財源の割合が低くなっています。 
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自主財源総額 依存財源総額 自主財源比率（北区） 自主財源比率（23区）

％

年度

％

年度

歳入総額のうち自主財源が占める割合は３０％台で推移しており、２３区平均より

も低い水準となっています。自主財源の割合が高いほど、財政運営の自主性と安定性

が高まることから、自主財源の確保に取り組んでいく必要があります。 

※ 自主財源 
特別区税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入、 
繰入金の合計額 

 
※ 依存財源 

特別区交付金、国・都支出金、地方債、地方消費税交付金など各種交付金の合計額 
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（３） 特別区税等 

 
 

○特別区民税の現状  
特別区民税は、三位一体改革による税源移譲や定率減税の廃止などにより、平成２１

年度まで増収傾向が続いていましたが、平成２２年度・平成２３年度は、景気の悪化な

どにより減収となりました。平成２４年度以降は緩やかな景気回復を受けて増収に転じ、

平成２９年度は近年で 多となりました。 
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特別区民税と納税義務者数の推移

特別区民税 納税義務者数（現年度分）

区の歳入の根幹をなす特別区税は、リーマンショックを始めとする景気の悪化など

により、平成２１年度以降は３年連続で減収となりました。平成２４年度以降は緩や

かな景気回復を受け、増収傾向が続いていますが、少子高齢化が進展する現状を考え

ると、今後も大幅な伸びを期待することは難しい状況にあります。また、特別区民税

や国民健康保険料の収納率は区の一般財源に大きく影響するため、財源確保及び公平

性の観点から、収納対策を一層充実し、さらなる向上を図る必要があります。 

-11-



 

普
通
会
計
決
算 

○区民一人当たりの特別区民税額 
    平成２９年度現年度分調定額をもとに、区民一人当たりの特別区民税額を２３区で比較

すると、北区は１８番目と低い水準になっています。なお、 も多いのは港区で、北区の

約３．７倍です。 
 

  
 

 
 

○特別区民税、国民健康保険料等の主な未収入状況（平成２９年度）   （単位：千円） 
 特別区民税 国民健康保険料 保育料（区立） 区営住宅使用料 

収入未済額 664,343 2,473,707 18,074 1,310 
収入未済率 2.4％ 21.5％ 1.6％ 0.6％ 
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円

年度

北区の区民一人当たりの特別区民税額（現年度分調定）

280,740 
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23区平均

円

区民一人当たりの特別区民税額（平成２９年度決算現年度分調定）

※ 人口は前年度の１月１日を基準とし、外国人人口を含みます。 
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○特別区民税収納率の推移 

  特別区民税の現年課税分の収納率は、平成２１年度まで低下傾向にありましたが、平成

２２年度から上昇に転じ、平成２９年度は前年度と比較して、ほぼ横ばいとなりました。 
  特別区民税の滞納繰越額は、景気の悪化などにより平成２３年度までは増加していまし

たが、休日納付相談や納付案内センターの充実など収納対策の強化により、平成２４年度

からは減少に転じ、平成２９年度は６年連続の減少となりました。 
 

（単位：％） 
年  度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
現年課税 96.51 96.50 96.51 97.05 97.63 97.96 98.07 98.29 98.67 98.68 
滞納繰越 24.74 25.24 26.27 26.27 34.38 34.49 38.42 43.56 47.64 46.37 

 
○国民健康保険料収納率の推移 

国民健康保険料の現年分の収納率は、平成２１年度から上昇傾向にありましたが、平成  

２９年度は前年度と比較して約０．１ポイント低下しました。 
 

（単位：％、百万円） 
年  度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
現  年 80.19 81.28 81.37 83.09 83.38 84.17 83.40 84.58 84.65 84.52 
滞納繰越 19.75 23.11 20.57 27.29 26.75 30.95 30.45 34.45 33.85 32.95 
持出額※ 1,425 1,263 1,331 1,036 1,019 844 924 691 696 723 
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国民健康保険料収納率と持出額の推移

収納率（現年分）

持出額

※ 持出額 
都区財政調整制度との関係で、国民健康保険料の収納率が、現年分９１％、滞納繰越分が３８％に

満たない場合は、その不足分を区の一般財源から持ち出して補てんすることになります。 
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（４） 都区財政調整制度 

 
○都区財政調整制度の仕組み 

標準的な施策に要する経費を積算した需要額（基準財政需要額）と、標準的な収入額（基

準財政収入額）を比べ、需要額が収入額を上回る場合、財源不足額が交付されるシステムで

す。その財源は、調整三税（市町村民税法人分・固定資産税・特別土地保有税）に一定割合

（調整率＝特別区への配分割合）を乗じた額となります。調整三税は本来、市町村税ですが、

特別区では都が賦課徴収しており、都と特別区の共有財源となります。 
  平成１２年４月から都区制度改革による新たな都区財政調整制度がスタートし、昭和５１

年度以降４４％に固定されていた調整率が清掃事業の移管等により５２％に変更となり、さ

らに平成１９年度より三位一体改革の影響に係る配分率の変更等で５５％となりました。 

このうち、９５％が普通交付金、５％が特別交付金として特別区へ交付されます。 
 

 
特別区長会事務局作成資料から 

 

 東京都と特別区との間には、「都区制度」という大都市制度が適用され、行政上の特

例やそれに伴う税制上の特例が地方自治法及び地方税法等に定められています。都区

財政調整は、都区制度の適用を前提とした都と特別区及び特別区相互間の財源を調整

する制度です。都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、また特別区の行

政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、特別区交付金（特別区財政調整交付金）

が都から交付されています。 
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○都区財政調整協議における今後の課題 
平成１２年の都区制度改革によって、都区財政調整制度は特別区の自主性及び自律性を高

める観点から見直しが行われ、法律上の財源保障制度として明確に位置づけられました。し

かしながら、毎年度の都区財政調整に関する協議においては、特別区相互間で自主・自律的

に調整を行った結果が十分に反映されないなど、改革の趣旨に沿った運用がなされていない

状況にあります。自主・自律的な区間調整の実現と、各区の自主性が担保される算定方法に

改めていくために、都区双方の真摯な協議を進めていく必要があります。 
一方で、調整三税のひとつである市町村民税法人分がすでに一部国税化され、特別区交付

金の原資が減少しており、また今後さらなる国税化が予定されていることや、海外経済の不

確実性による影響など、今後も厳しい財源状況が続くと見込まれます。 
 

 
 
○北区における特別区交付金の推移 

 

主な検討項目

特別交付金
透明性、公平性を高めるとともに、可能な限り普通交付金による対応を図る
ため、特別交付金の割合を２％を基本に見直す方向で検討する。

減収対策

のあり方
一般の市町村が採りうる減収対策に見合う対策が講じられるよう検討する。

都市計画交付金

のあり方
全ての都市計画事業を交付対象にするとともに、都区双方の都市計画事業の
実施状況に見合うよう、交付金規模の拡大を図るよう検討する。

児童相談所

関連経費

基準財政需要額に算定した上で、移管される事務の規模に応じた配分割合の
変更を検討する。
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特別区交付金の推移

特別交付金

普通交付金

歳入総額に占める特別区交付金の割合（北区）

歳入総額に占める特別区交付金の割合（23区）

 北区は特別区交付金に対する依存度が高く、交付金の増減は財政運営に大きな影響を

及ぼします。交付金の主な財源である市町村民税法人分は景気の影響を受けやすいた

め、景気の動向などに注意する必要があります。 
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３ 歳出の分析 
（１） 性質別歳出の推移 

 
 

歳出総額に占める義務的経費の割合は、平成２０年度・平成２１年度は５０％を下回って

いましたが、平成２２年度以降は５０％を上回っており、平成２９年度決算では、５３．８％

となりました。平成２８年度と比較すると、扶助費の増などにより１５億円増加したことや、

滝野川三丁目国有地取得の終了や赤羽体育館の建設終了などによる投資的経費の大幅な減な

どにより、歳出総額に占める割合は２．８ポイント上昇しました。 
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 歳出総額に占める義務的経費（人件費、扶助費、公債費の合計）の割合は、概ね

５０％を超える高い水準で推移しています。この割合が高くなると、他の経費に充て

る財源の余裕がなくなるため、財政構造が硬直化し、財政の弾力性が失われます。 
 投資的経費は、滝野川三丁目国有地取得の終了などにより、前年度に比べ大幅に

減少しました。 
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（２） 義務的経費の状況 

 ①人件費  

 
※ 職員数は、普通会計以外を含みます。 

 
平成２９年４月１日現在の職員総数（普通会計とその他の会計の合計）は２，５６３人、

平均年齢は４１．２歳で、普通会計における人件費の平成２９年度決算は２３４億円となり

ました。平成２０年度から平成２９年度の間で比較すると、「北区経営改革プラン」「職員定

数管理計画」等の行政改革の取組みなどにより、人件費は２６億円の減となっています。 
なお、平成３０年４月１日現在の職員総数は、保育園定員拡大に伴う保育士の採用などに

より、前年度から４６人増加し２，６０９人となり、平均年齢は４０．８歳と低下していま

す。一方で、今後数年間は職員の定年退職が多く、退職金が高水準で推移することが見込ま

れています。 

 
※ 平成２９年度以前は実績、平成３０年度以降は平成３０年４月１日の職員構成に基づき、 

勧奨退職等の発生数（過去５年の平均値）を加算して推計しています。 
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 人件費の平成２９年度決算は、退職者数の減による退職金の減などにより、前年度か

ら３億円の減となりました。一方で、職員数は、保育園新設に伴う保育士の採用などに

より、前年度から８５人の増となっています。 
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②扶助費及び特別会計等繰出金 

 
 扶助費は、保育所待機児童解消対策の推進や、特別区の平均を上回る高齢化の進行などに

より、増加傾向が続いています。また、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の各

特別会計等に対する繰出金も、医療費の増加などによって引き続き高い水準にあり、両者を

加えた実質的な義務的経費は高止まりの状態が続いています。 
 平成２９年度決算では、扶助費が４８０億円、特別会計等繰出金が１３５億円となってお

り、今後さらに北区の財政を圧迫することが懸念されています。 
なお、平成２６年度から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられ、増収分は、社会保

障４経費（年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策）を含む

社会保障施策に要する経費に充てられています。平成２９年度決算では、北区の社会保障財

源としての地方消費税交付金は３３億７，５００万円で、そのうち９億８，１００万円を保

育所の待機児童の解消など社会保障の充実に係る経費に、２３億９，４００万円を生活保護

法に基づく保護費など社会保障の安定化に係る経費にそれぞれ活用しました。 
 

○地方消費税率引上げ分の社会保障施策の取組み（平成２９年度） 
区分 充当額 主な事業 

社会保障の充実 ９億８，１００万円 保育所待機児童の解消事業 
低所得者の国民健康保険料・介護保険料軽減 
                 など 

社会保障の安定化 ２３億９，４００万円 生活保護法に基づく保護費     など 
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扶助費（児童） 扶助費（生保） 扶助費（その他） 特別会計等繰出金

扶助費は、保育所待機児童解消に伴う児童福祉費の伸びや高齢化の進行などにより

年々増加しており、平成２９年度は、前年度から１７億円の増となりました。また、特

別会計等に対する繰出金を加えた実質的な義務的経費は増加傾向にあり、財政圧迫の要

因の１つとなっています。 
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○保育所等の運営経費と入所児童数の推移 

 
※ 運営経費は、区立・私立保育園、小規模保育事業所、事業所内保育所、区立・私立認定こども

園（保育認定部分）、認可外保育施設（認証保育所、定期利用保育施設、家庭福祉員）の運営

に係る経常的経費の合計で、区立直営保育園・認定こども園の職員給を含みます。 

 

保育所等の入所児童数の１０年間の推移をみると、平成２０年度の４，６５８人から、

平成２９年度では７，５７３人に増加しており、入所児童数の増加に伴い、保育所等に係

る運営経費も増大しています。 
なお、平成３０年４月１日現在の入所児童数は８，１９９人とさらに増加しており、平

成３０年度の運営経費はさらなる増大が見込まれます。 
 
 
○国民健康保険事業における保険給付費と被保険者数の推移 

 
 

緩やかな景気回復により雇用情勢の改善が進むことで社会保険加入者が増え、国民健康

保険の被保険者数は減少しています。一方、高齢化や医療の高度化等により、保険給付費

は高止まりの状況が続いています。 
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（３） 投資的経費の状況 

 

 投資的経費は、その年度の事業量により大きく変動する経費であることが、グラフから分

かります。平成２９年度は、滝野川三丁目国有地取得の終了などにより、用地取得費が５４

億円の大幅な減となりました。また、学校改築事業の事業量が増となったものの、赤羽体育

館の建設終了などにより、施設整備費等は８億円の減となりました。 
 
 現在、区が保有する多くの施設が老朽化し、大規模改修や建替え、更新等の時期に差し掛

かっています。一般に、築３０年程度が経過すると大規模改修が、築５０年程度が経過する

と建替えが必要になるといわれています。区立小・中学校を例にとると、昭和３０年代後半

から４０年代前半に建築された校舎が多く、改築を完了した学校（９校）以外、すべての小・

中学校が建築後４０年以上を経過しています。平成２６年３月に策定した「北区立小・中学

校改築改修計画」では、１校あたりの改築経費を２６億円と見込んでいましたが、労務単価

や建築資材の高騰などにより、現在改築中の学校の改築経費は１校あたり４０億円から５０

億円となっています。さらに、その財源は、主に実質的な一般財源である基金や地方債に求

めなければならず、今後の改築需要を勘案すれば、財源の確保は容易ではありません。また、

その他の区立施設も、半数以上が築３０年以上を経過しており、今後は多額の大規模改修費

用や更新費用が見込まれます。 
扶助費の増加傾向や急速な少子高齢化の進展に伴う歳入の減少等が予測される中、限られ

た財源を有効に活用し、必要な行政サービスを提供し続けるために、公共施設等の総量の抑

制や事業コスト、維持管理費の削減などに取り組む必要があります。 

21 21
12 29 10 5 4

55 62

8

182

121

105
96

82
118

80

102

153

145

203

142

117
125

92

123

84

157

215

153

0

50

100

150

200

250

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

億円

年度

投資的経費の推移

用地取得費 施設整備費等

 平成２９年度の投資的経費は、公園及びシルバーピア整備のための滝野川三丁目国

有地取得の終了や赤羽体育館の建設終了などにより、大幅に減少しました。 
今後は、学校の改築、新庁舎の建設、十条駅・王子駅周辺のまちづくりなどの大規

模事業が予定されており、投資的経費に充てる財源を確保していく必要があります。 
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４ 財源の確保、的確な基金・地方債の運用をめざして 
（１）基金の状況 

 
○主要５基金の設置目的 
① 財政調整基金 

年度間の財源の調整を行い、区財政の健全な運営を図るため、設置している基金です。

平成１３年度からは条例に基づき、前年度の一般会計純剰余金の２分の１を積み立ててい

ます。経済事情の変動等による財源不足や、災害復旧などの経費の財源として充てる場合

に活用します。 

② 減債基金 

地方債の償還に必要な財源を確保し、区財政の健全な運営に資するため、設置している

基金です。地方債残高をもとに計画的な積立てを行うとともに、満期一括償還地方債につ

いては、償還年度をベースにした積立てを行っています。 

③ 施設建設基金 

福祉施設や教育施設（小・中学校を除く）、土木施設等を建設するため、設置している基

金です。区が積極的に推進すべき課題への対応として、平成２０年度からは、新庁舎建設

に備えた計画的な積立てを行っています。 

④ まちづくり基金 

区の総合的なまちづくりに要する資金に充てるため、設置している基金です。十条のま

ちづくりなどに備えた積立てを行っています。 

⑤ 学校改築基金 

小・中学校を改築するため、設置している基金です。当面の学校改築計画を踏まえ、基

金残高や起債による将来世代の負担などを勘案しながら、必要な金額を積み立てています。

また、学校施設跡地の売却益については、基本的に当該基金に積立てを行っています。 
 
○主要５基金の積立て及び取崩しの状況（平成２９年度）         （単位：億円） 
 平成28 年度末残高 積立額 取崩し額 平成29 年度末残高 
財政調整基金 157.2 19.4 20.0 156.6 
減 債 基 金 ※ 15.1 14.2 16.0 13.3 
施設建設基金 128.9 10.9 0 139.8 
まちづくり基金 84.9 10.0 0.3 94.6 
学校改築基金 144.0 10.1 16.7 137.4 

計 530.1 64.6 53.0 541.7 

※ 普通会計では、満期一括償還地方債の償還財源として減債基金に積み立てる額を公債費として計上するため、

減債基金残高は実際の残高とは一致しません。平成２９年度末における実際の減債基金残高は２０．２億円

で、主要５基金残高は５４８．６億円です。 

 税収等の大きな伸びを期待することが難しい財政状況下では、効率的な行政運営を

心がけるとともに、経済変動や将来の財政負担を的確に捉えた、計画的で安定的な財

政運営が欠かせません。 
  景気の変動等による減収にも対応し、安定したサービスの提供を行うための財政調

整基金や、地方債の返済を計画的に行うための減債基金、今後のさまざまな施設計画

に備えた施設建設基金などを適切に積み立てて活用することが、自立した基礎自治体

としての必須の要件です。 
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○主要５基金残高の推移 

 
 （単位：億円） 

年 度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
財政調整基金 122.3 125.0 119.6 73.2 138.2 120.2 128.2 142.1 157.2 156.6 
減 債 基 金 ※ 67.6 59.7 50.5 43.2 24.8 23.7 23.0 18.1 15.1 13.3 
施設建設基金 52.0 63.0 74.0 85.0 92.0 110.6 115.7 124.7 128.9 139.8 
まちづくり基金 12.0 23.0 34.0 34.9 45.0 54.4 64.5 74.7 84.9 94.6 
学校改築基金 88.0 88.0 125.0 119.0 118.0 122.7 133.0 168.4 144.0 137.4 

計 341.9 358.7 403.1 355.3 418.0 431.6 464.4 528.0 530.1 541.7 

※ 普通会計では、満期一括償還地方債の償還財源として減債基金に積み立てる額を公債費として計上するため、

減債基金残高は実際の残高とは一致しません。平成２９年度末における実際の減債基金残高は２０．２億円

で、主要５基金残高は５４８．６億円です。 
 

平成２９年度末の主要５基金残高は５４２億円となり、そのうち、財政調整基金は１５７

億円となっています。財政調整基金については、平成２９年度決算における２３区平均残高

は２８２億円であり、北区は必ずしも高い水準にはありません。 
北区を取り巻く財政環境は、市町村民税法人分の一部国税化による特別区交付金の原資の

減少や、低金利や税制改正等による各種交付金の減少などのリスクもあり、今後も予断を許

さない状況にあります。 
将来を見据えた安定的な財政運営を行っていくためには、特別区税などの自主財源の確保

を図るとともに、経営改革プランをはじめとした行財政改革も進め、財政調整基金等への着

実な積立てを行っていく必要があります。 
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（２）地方債の状況 

 

※ 公債費（元利償還金）には、満期一括償還地方債の償還財源として減債基金に積み立てた額を含み

ます。 

 
北区では、学校改築や公園整備などの公共施設の整備等に伴い、地方債を発行してきまし

た。平成２９年度は、学校改築や道路整備事業のため、３０億円の地方債を発行しました。 
公債費は、概ね３０億円から４０億円台で推移しています。今後も小・中学校の改築など

をはじめとした施設の更新需要を抱えており、計画的に地方債を活用していく必要がありま

す。 
 

○地方債の発行額及び主な活用事業                               （単位：百万円） 

２０年度 4,521 学校改築（3,910）、学校用地（611）  
２１年度 3,199 学校改築（2,473）、公園整備（726）  
２２年度 2,447 学校改築（2,447） 
２３年度 3,532 学校改築（2,847）、庁舎耐震補強（561）、社会福祉施設整備（124） 
２４年度 1,706 学校改築（1,457）、公園整備（175）、区民施設等建設（74） 
２５年度 3,262 学校改築（2,488）、公園整備（363）、社会教育施設建設（352）など 
２６年度 1,342 社会体育施設建設（1,271）、区民施設等建設（71） 
２７年度 3,449 公園整備（1,541）、社会体育施設建設（1,009）、区立保育所取得（437）など 
２８年度 4,929 社会体育施設建設（1,980）、区営シルバーピア用地（1,972）など 
２９年度 2,973 学校改築（2,840）、道路整備（133）  
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 地方債とは、将来の区民にも負担を求めるとともに、財源の年度間調整を図るため、

区の財産となる土地の購入や公共施設の建設など、一時的に多額の資金を必要とする

場合に、政府や民間金融機関から借り入れる長期借入金をいいます。平成２９年度末

の地方債残高は２６４億円で、区民一人当たりに換算すると８万円の借入となってい

ます。 
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第２章 財政収支の現状 
１ 経常収支比率の推移 

  
（参考）経常収支比率＝経常的経費充当一般財源等／経常的一般財源等×１００ 

（概ね７０～８０％が適正水準） 
（単位：％） 

年   度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
北  区 77.0 84.7 86.7 89.1 89.4 87.6 86.1 83.4 84.9 85.2 
２ ３ 区 76.1 82.1 85.7 86.4 85.8 82.8 80.7 77.8 79.3 79.8 

全国都市※ 91.8 91.8 89.2 90.3 90.7 90.2 91.3 90.0 92.5 － 
※「全国都市」とは、大都市、中核市、特例市及び特別区を除く市 
 

北区の経常収支比率は、前年度から０．３ポイント上昇し８５．２％となりました。これ

は、特別区税や、株式等譲渡所得割交付金など都税と連動した各種交付金の増などにより、

分母である経常的一般財源等が１４億８千万円増加した一方で、保育所待機児童解消対策に

伴う保育所入所児童数の増による関係経費の増などにより、分子である経常的経費充当一般

財源等も１５億３千万円増加したことによるものです。 

過去の景気後退期には、経常収支比率が全国都市と比べ急激に悪化したこともあります。

北区の財政は、景気変動による法人住民税の動向に大きく左右されることから、その動向

を注視する必要があります。 
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 経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費のように簡単に縮減することが困難な義

務的経費や、地方公共団体が活動するために必要な経常的経費に、特別区税や特別区

交付金を中心とする経常一般財源が、どの程度使われているかによって、財政構造の

弾力性を測定するものです。 
平成２９年度は、扶助費の増などにより上昇して８５．２％となり、２３区で も

高い水準となっています。この数値が大きくなるほど、新たな施策に対応する余地が

少なくなり、財政構造の弾力性が失われることになるため、収納対策の充実や、経営

改革プランの実行に全力を挙げて取り組む必要があります。 
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２ 実質収支比率、公債費負担比率の推移 

 
（参考）実質収支比率＝実質収支／標準財政規模×１００（概ね３～５%程度が適正水準） 

（単位：％） 

年   度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
北  区 7.7 5.6 4.4 5.5 5.7 7.2 6.1 8.0 4.5 5.5 
２ ３ 区 5.3 5.0 4.1 4.9 5.1 5.9 5.7 5.7 5.0 6.1 
全国都市 3.0 3.6 4.1 4.5 4.3 4.7 4.3 4.7 4.1 － 

 
（参考）公債費負担比率＝公債費充当一般財源等／歳出総額充当一般財源等×100 

（単位：％） 
年   度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
北  区 3.5 3.7 3.2 4.8 4.2 3.8 3.5 3.2 3.2 3.3 
２ ３ 区 6.0 5.8 5.0 6.1 5.2 4.6 4.0 3.4 2.8 2.6 
全国都市 17.6 17.0 16.5 16.4 16.2 15.7 15.3 14.7 14.7 － 
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 実質収支比率は、実質収支の標準財政規模に対する割合で、正数の場合は実質収

支の黒字、負数の場合は赤字を示します。北区における実質収支比率は、概ね適正

な水準で推移しており、平成２９年度は５．５％となりました。 
 公債費負担比率は、公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、比

率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んで

いることを表します。北区における公債費負担比率は、着実な償還が進んでいるこ

とから堅調に推移しており、平成２９年度は３．３％となりました。 
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３ 財政健全化判断比率の状況 

 

（単位：％） 

区分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

北区の比率 － － △3.7 － 

早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

※ 実質赤字額または連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率または将来負担比率が算定されない場合は

「－」となります。 

 

【指標の概要】 
・実質赤字比率 

標準財政規模（※１）に対する実質赤字の割合です。北区の一般会計等（※２）の実質

収支額は約４６億円の黒字であり、「実質赤字比率」は算定されないので「－」表示となっ

ています。 
※１ 標準財政規模とは、地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示す指標です。実

質収支比率等の財政指標を算出するために用いられます。平成２９年度の北区の

標準財政規模は約８４２億円です。 
※２ 北区の「一般会計等」とは、一般会計、中小企業従業員退職金等共済事業会計の

合計です。 
 
・連結実質赤字比率 
  標準財政規模に対する、全会計を対象とした実質赤字額合計の割合です。北区の平成 

２９年度全会計の実質収支額等の合計は約６９億円の黒字であり、「連結実質赤字比率」は

算定されないので「－」表示となっています。 
 
・実質公債費比率 
  標準財政規模等に対する実質的な公債費（区の借金の返済金）相当額の割合です。平成

２７～２９年度の平均値を使用しています。 
比率は△３．７％となっていますが、これは北区が交付されていない地方交付税の基準

財政需要額に算入されている公債費等約６３億円を、実質的な公債費から差し引いている

ためです。仮にこれを差し引かないで算定すると４．１％となります。 
 
・将来負担比率 

 標準財政規模等に対する一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の割合です。北区の

将来負担比率は、将来負担額に対する充当可能財源等が上回るため「－」表示となってい

ます。将来負担比率の算定では、充当可能財源等に北区が交付されていない地方交付税の

基準財政需要額算入見込額の約５９２億円を加えていますが、仮にこれを加えず算定した

場合でも、将来負担額を充当可能財源等が上回り、「－」表示となります。 
また、充当可能財源には、介護保険料の軽減に使途が限定されている介護保険給付費準

備基金や中小企業退職金等共済給付のための基金が入っています。 
一方で多額の財源が必要となる学校改築経費や、その他の施設の更新経費が将来負担に

は加算されていません。実際の北区の将来負担額を表しているとは言い切れないものであ

ることに注意が必要です。 
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４ 北区財務年表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考）実質的な収支＝実質収支－財源対策 

※ 財源対策：財政調整基金・減債基金の両基金の取崩額から積立額を差し引いた額及び減収補てん債 
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 「社会保障の充実・安定化」と「財政健全化」という２つの目標を同時に実現するため、社会

保障と税の一体改革の検討が進められ、平成２４年８月に「社会保障・税一体改革関連法」が成

立しました。その後、平成２６年４月に消費税率８％への引上げが行われて以降、その増収分は

全額、子育て支援や医療・介護、年金制度などを含めた社会保障の充実・安定化に充てられてい

ます。また、平成３１年１０月には消費税率が１０％になる予定となっています。 
一方、国は、都市と地方の財政力格差の是正を名目に、平成２６年度以降、地方税の大原則を

顧みず、地方間で税の取り合いに終始するような不合理な税制改正等を繰り返しています。これ

まで都区の調整税である法人住民税の国税化による交付税原資化、平成３０年度税制改正による

地方消費税清算基準の見直しに加え、ふるさと納税による特別区民税の減収を合わせた特別区全

体の影響額は、現時点で１，３００億円を超える見込みであり、消費税率１０％段階においては、

２，０００億円に迫る規模となる見込みです。 
 こうした国の一方的な対応は、消費税収の金額のみに着目し、人口や企業が極端に集中する大

都市特有の膨大な行財政需要について、一切議論がなされないまま行われたものであり、違和感

を覚えざるを得ません。このように、税制改正による都市部の財源を奪い取ろうとする動きが加

速しており、北区の財政運営にも大きな影響を及ぼしています。 
ここでは、平成２０年度税制改正を含め、これまでの国による不合理な税制改正の現状等を整

理し、さらに特別区の主張についてまとめました。 
 

１ 消費税率引上げによる増収分の使途 
  消費税率引上げに伴う増収分のすべてを社会保障の財源とし、財源が安定して確保されるこ

とで、社会保障の充実・安定化を図り、同時に将来世代への負担の先送りを減らしていくこと

ができます。 
  消費税率引上げに伴う増収分は、国の予算においては、消費税率８％時点で８．４兆円、消

費税率１０％時点では５．６兆円強の増収となる１４兆円が見込まれています。社会保障の充

実と財政健全化のバランスを図りつつ、人づくり革命の安定財源を確保するため、来年１０月

１日に予定される消費税率引上げ分の使途の見直しが行われました。従来、５分の１を社会保

障の充実に、残りを後代への負担軽減や社会保障４経費に充てるとしていましたが、この増収

分を「新しい経済政策パッケージ」による教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等

と社会保障の安定化に概ね半分ずつ充当するとされました。 
  なお、２３区全体での消費税率引上げに伴う増収は、特別区長会事務局試算では、平成３０

年度で９６４億円、消費税率１０％への引上げ段階では１，６５２億円になるものと見込まれ

ており、区の歳入増加にも大きく寄与することになります。 

 

※ 増 収 分 （ 約 5 .6兆 円 ）の 使 途 に つ い て

見 直 し 前

見 直 し 後

　 社 会 保 障 の 充 実

1 兆 円 程 度

1 兆 円 程 度1 .7 兆 円 程 度社 会 保 障 の 安 定 化

4 兆 円 程 度
（社 会 保 障 の 安 定 化 ）

新 し い 経 済 政 策 パ ッ ケ ー ジ

（ 子 育 て 世 代 へ の 投 資 等 ）

コラム１ 消費税率引上げと国による不合理な税制改正等（１） 
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２ 国による不合理な税制改正等 
（１）地方法人課税の見直しについて 

平成２０年度税制改正 

地方法人二税（法人住民税・法人事業税）の急速な回復等を背景に、地域間の税収格差によ

る財政力格差を名目に、法人事業税の一部を分離し、消費税を含む税体系の抜本的改革が行わ

れるまでの暫定措置として「地方法人特別税」及び「地方法人特別譲与税」が創設されました。

法人事業税は都道府県財源のため、東京都において、平成２０年１０月以降、税収の一部が国

税化され、これまで単年度で約２，０００億円もの減収となっています。 
 
 

 平成２６年度税制改正 

  法人住民税（市町村民税法人分）は、法人が地方自治体から受ける行政サービスの対価とし

て負担を求めている自治体固有の財源でありますが、特別区においては、東京都が賦課・徴収

し、都区財政調整制度における特別区交付金の原資である調整三税のひとつとなっています。 
消費税率の引上げにあたり、地方法人特別税・譲与税制度及び地方法人課税のあり方等の見

直しについて検討が重ねられてきました。 
国は、消費税率の引上げにより社会保障充実分を上回る地方消費税の増収が東京都に見込ま

れることから、平成２６年度の税制改正において、地方税制の根本原則を大きく歪める、地方

法人税の創設による財政調整措置（法人住民税の一部国税化）を強行しました。また、消費税

率１０％段階において、法人住民税の一部国税化をさらに拡大する法改正がなされています。 
  一方で、消費税率１０％引上げ時には、平成２０年度税制改正で暫定的に創設された「地方

法人特別税・譲与税」の廃止に伴い、都道府県には全額法人事業税が復元されることになって

います。その際に、市町村への減収補てん措置として「法人事業税交付金（※）」が創設され、

その一部が都道府県から市町村に交付されることになり、特別区分については都区財政調整の

財源となる見込みです。以下に簡単なイメージ図を掲載します。 
   
 

 

◆区市町村 ◆都道府県
（地方法人特別税・譲与税制度の廃止）

【消費税率8％段階】 【消費税率10％以降】 【現行】都の場合 【消費税率10％以降】

　  法人事業税

  （都道府県税）

5.4%

相当額

※上記イメージ図は、特別区長会事務局が作成した資料に基づき一部修正を加えたものです。

③法人事業税交付金(※)

②交付税原資化
（更なる国税化）

①交付税原資化
交付税原資化

法人住民税
法人税割

法人住民税
法人税割

減収
地方法人特別譲与税

法人事業税

地方法人

特別税

コラム１ 消費税率引上げと国による不合理な税制改正等（２） 
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コラム１ 消費税率引上げと国による不合理な税制改正等（３） 

東京都２０位 

★地方交付税財源の４１．７％（３兆

５，１６３億円）は、東京から納め

られた税です。 
 
★地方税に地方交付税等を合わせた

人口一人あたりの地方の収入を比

較すると、東京は２０位で全国平均

に近い水準であり、東京の収入が突

出しているわけではありません。 

※「税源偏在是正議論についての特別区

の主張（平成２６年度版）」     

（特別区長会）より 

（２）地方消費税清算基準の見直しについて 

平成２９年度及び平成３０年度税制改正 

  都道府県間の地方消費税の配分を決定するための指標において、消費活動を客観的に示す

「統計基準（小売年間販売額等）」の比率を下げ、「人口」の比率を高めるなど、制度の本旨を

歪める不合理な見直しが行われ、本来、東京都に帰属すべき税収が失われています。 
平成３０年度において、東京都全体で年間約１，０００億円、うち都内自治体分で約５００

億円もの大幅な減収が見込まれています。 

 

（３）ふるさと納税による特別区民税の減収について 
  ふるさと納税は、住所地以外の自治体へ寄附することにより、住所地へ納税する住民税が減

収となる制度です。特別区は制度の趣旨には賛同していますが、近年過剰な返礼品による税負

担の不公平が生じるなど、制度本来の趣旨から逸脱していることを国への要望等を通じて再三

指摘しています。国もこれを問題視し、平成３０年４月に全国自治体あてに過剰な競争を防ぐ

ことを目的とした通知を発出しています。 
  なお、北区における平成２８年中の寄附は、約１１億円で、これによる平成２９年度特別区

民税からの控除額は約５億円となり、前年度の１．８倍となっています。平成３０年度では控

除額がさらに増え、約７億円となる見込みです。ここ数年、納税義務者数の増加や景気の回復

基調等を受け、特別区民税は増加していますが、今後もこのような傾向が続く場合には、さら

に特別区民税の減収幅が拡大し、区財政への影響はもはや看過できません。 
 
◆不合理な税制改正等による区財政への影響額 

上記の税制改正のほかにも、「法人実効税率の引上げ」や「固定資産税の見直し」など、各 
年度において様々な税制改正が行われ、区の税収減となり、少なからぬ影響が生じています。

また、詳細が明らかとなっていませんが、今後、幼児教育無償化による区の負担が生じること

も想定されます。ここでは地方法人課税の見直し、地方消費税清算基準の見直し、ふるさと納

税による特別区民税の減収状況について、特別区長会事務局による試算をもとに区財政への影

響額を試算しました。 

 

◎清算基準に用いる基準数値の推移

～平成26年度 平成27～28年度 平成29年度 平成30年度～

統計基準 75% 75% 75% 50%

人　　口 12.5% 15% 17.5% 50%

従業者数 12.5% 10% 7.5% 廃止

特別区 北区（※２） 特別区 北区（※２）
法人住民税の一部国税化    　       ▲628億円 ▲31億円 ▲1,370億円 ▲68億円

法人事業税交付金（財調財源）（※３） - - 366億円 18億円
地方消費税清算基準の見直し（※４）  　 ▲380億円 ▲11億円 ▲485億円 ▲15億円
ふるさと納税による特別区民税減収   ▲312億円 ▲6億円 ▲312億円 ▲6億円
　　　　　   　合　　計       ▲1,320億円 ▲48億円 ▲1,801億円 ▲71億円
※１　消費税率10％段階は、平年度化される平成33（2021）年度を想定しています（さらなる国税化分を含む）。
※２　北区影響額は、特別区長会事務局の試算に基づき、各区シェアにより単純推計したものです。
※３　消費税率引上げによるさらなる国税化に伴う市町村への減収補てん措置として、
　　　　「法人事業税交付金」が創設され、特別区分は財調財源となる見込みです。
※４　地方消費税清算基準の見直しは、平成30年度税制改正分を対象にしています。

消費税率8％段階影響額 消費税率10％段階影響額（※１）
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コラム１ 消費税率引上げと国による不合理な税制改正等（４） 

◆税源偏在是正議論についての特別区の主張（平成２９年度版）  

  法人住民税の一部国税化、地方消費税清算基準の見直しなど、区財政に大きな影響を及ぼ

している税制改正に対しては、特別区長会として、主に以下のような主張を行っています。 

◎ 法人住民税の国税化は地方税の根本原則に反しています 

  法人住民税は、法人の地域での活動、また、そこで働く人々の生活を支える様々な行政施 

 策を展開するために負担を求められている自治体固有の財源であり、法人住民税を国税化 

 することは、受益と負担に基づく応益課税という地方税の原則から完全に逸脱しています。 

◎ 地方消費税にかかる清算基準の見直しは、本来の目的に沿って適切に行われるべきです 

  地方消費税にかかる清算基準の見直しは、「税源の偏在是正」や「地方消費税増税分の社会

保障財源化」と切り離し、税収の適正な帰属を確保するという視点から議論すべきです。 

◎ ふるさと納税は本来の趣旨に立ち返って考えるべきです 

  寄附を建前としながらも税源偏在是正の目的が明白であり、また、各自治体の返礼品が過 

 熱しているため、本来の「ふるさと」を応援するという趣旨から逸脱しています。 

◎ 特別区は大都市特有の膨大な行政需要を抱えています 

  特別区は、約９３０万人の住民と約１，２００万人の昼間人口を有する大都市特有の事情

を背景に、社会資本整備、超高齢化への対応、人口減少に歯止めをかけるための子育て支援、

首都直下地震への対策など様々な施策に取り組んでおり、その行政需要は膨大なものです。 

 

◆国の動きと今後の対応 

  特別区長会は、「国の施策及び予算に関する要望書（平成２９年８月）」において、法人住

民税の一部国税化を早期に見直すこと、また、法人実効税率の引下げ等、地方財政に影響を

与える税制改正を行う場合の国の責任による確実な代替財源の確保を求めています。また、

国による不合理な税制改正等により、特別区全体の影響額は、現時点で約１，３００億円と

なる見込みであることが明らかとなり、特別区は、大都市特有の行政需要を考慮せずに東京

を狙い撃ちにした、これらの税制改正が特別区の財政を大きく圧迫しているとし、特別区長

会長名により「税源偏在是正措置に対する特別区緊急共同声明（平成３０年２月）」を発表し

ました。 

ふるさと納税については、制度本来の趣旨に立ち返った見直し、ふるさと納税ワンストッ

プ特例制度については、本来、国が負担すべき所得税控除分を地方自治体の個人住民税控除

で負担することがないよう制度の見直しを求めました。このような特別区の要望に対し、平

成３０年４月、国は「ふるさと納税の返礼品を地場産品に限る」とする返礼品の送付等に関

する通知を総務大臣名で知事あてに発出しています。今後は、国の通知を踏まえた他自治体

の動向を注視するとともに、引き続き２３区で連携した対応を図っていきます。 

  平成３０年度与党税制改正大綱には、平成３１年度税制改正において「新たな偏在是正措

置」を講じるとの考えが示されており、都市部から税源を吸い上げる動きが一向に止まりま

せん。特別区は決して財源に余裕がある訳ではなく、特別区長会としては、国による不合理

な税制改正等にかかる都区ＰＴを再開し、２３区が一体となり東京都と連携し、理不尽で一方

的な国の見直しに反論するとともに、適切な対応を強く要請していきます。 
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コラム２ 地方自治体の基金残高増加に対する財務省の指摘への反論 

 政府の経済財政諮問会議において、全国の地方自治体が積み上げた２１兆円を超す基金を、

「新たな埋蔵金」と見なす発言がなされ、財務省の財政制度等審議会でも同様の議論が行われ

るなど、財務省は、年々増加する地方の基金残高に対し、懐疑的な視線を投げかけています。

特別区は、首都直下地震への備え、超高齢化への対応、子育て支援策や社会インフラ老朽化対

策など、大都市特有の膨大な行政需要を抱える一方で、地方交付税の算定では特別区の財政需

要が適切に反映されず、地方交付税が交付されていないため、景気変動等には基金や地方債の

活用により自らの財源を調整し、対応してきました。北区でも、職員定数の適正化、経営改革

プランの取組み、資産の有効活用等により、生み出された財源について、その一定額を基金に

積み立ててきました。ここでは、地方自治体が基金積立てを行う要因と、地方自治体の基金残

高の増加に対する財務省の指摘への反論をまとめました。 
 
◆増加する地方自治体基金をめぐる財務省と総務省の主張の対立 

財務省 
地方自治体の基金残高が過去 高水準となる２１．５兆円（平成２８年度末時点）に

上ることを理由に、地方交付税を抑制すべきと主張。（※平成１８年度末１３．６兆円）

総務省 
地方自治体は将来の不安に対する備えとして基金を積み立てており、基金残高の増加

を理由に地方交付税を削減するのは妥当ではないと主張。 

 
◆地方自治体の基金積立状況等に関する調査結果 

  総務省が地方自治体を対象に行った調査結果では、平成１８年度末と平成２８年度末基金

残高を比較すると、７．９兆円の増加となっています。また、普通交付税の不交付団体の増

加額２．７兆円のうち、都及び特別区における増加額は２．５兆円となっており、公共施設

の老朽化対策等、社会保障関係経費の増大、景気の動向による法人関係税等の変動など、将

来の歳入減少・歳出増加への備えがその主な要因になります。 

  

◆財務省の指摘への反論 

  基金残高の増加を理由とした地方交付税の抑制は見送られたものの、財務省は引き続き、

基金の分析を進めるなどして対応策を検討するとしています。北区は、景気変動に左右され

やすい歳入構造であり、「将来の歳入減少」への備えや公共施設等の老朽化対策、災害、社会

保障関係経費の増大といった「将来の歳出増加」に備えるため、財政調整基金の残高確保は

必要不可欠です。また、特定目的基金は区の計画事業である新庁舎建設、学校改築、十条ま

ちづくりなどの財源に活用するため積立てしており、一時の基金残高の増加をもって、あた

かも財政に余裕があるとの財務省の指摘には徹底的に反論していきます。 

【総務省による基金残高増加の要因分析】調査結果（平成29年11月） （単位：兆円）
交付 不交付

増加額 団体 うち うち 団体 うち都
道府県 市町村 ・特別区

■制度的な要因 2.3 2.1 0.4 1.7 0.1 0.1
① 国の政策に基づく特定目的基金の増加 0.6 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1
② 合併に伴う特例措置の終了に備えているもの等の増加 1.7 1.7 - 1.7 0.0 -

■その他の将来の歳入減少・歳出増加への備え 5.7 3.1 0.8 2.3 2.5 2.4
① 景気の動向による法人関係税等の変動 0.8 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
② 人口減少による税収減 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
③ 公共施設等の老朽化対策等 2.0 1.0 0.1 0.8 1.1 1.0
④ 災害 0.9 0.6 0.2 0.4 0.3 0.3
⑤ 社会保障関係経費の増大 0.7 0.3 0.0 0.3 0.4 0.4
⑥ その他 0.8 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5

7.9 5.3 1.2 4.0 2.7 2.5
※表中の数値は、平成18年度末と平成28年度末の地方公共団体の基金残高を比較した増加額です。
※表示単位未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合があります。
※交付団体・不交付団体は、平成28年度普通交付税算定によるものです。

合　　計
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第１章 地方公会計制度における財務書類 
１ 財務書類整備の目的 
 地方分権の進展に伴い、これまで以上に独自性を発揮しながらも責任ある地域経営が地方

公共団体に求められています。そのような経営を進めていくためには、内部管理の強化と外

部へのわかりやすい財務情報の開示が不可欠となります。企業会計的手法を取り入れた地方

公会計制度による財務書類整備の目的は、大きく次の２点にまとめることができます。 
 
（１） 説明責任の履行 
 地方公共団体は、住民から徴収した税財源をもとに行政活動を行っており、その運営につ

いて住民や議会に対する説明責任を有しています。財務書類の作成・公表によって、財政の

透明性を更に高め、その責任をより一層適切に果たすことが可能となります。 
 
（２）財政の効率化・適正化 
 財務書類から得られる情報を資産・債務管理、費用管理等に有効に活用することにより、

財政運営のマネジメント力を高め、財政の効率化・適正化を進めることができます。 
 
２ 財務書類整備の効果 
 地方公会計制度による財務書類を整備することの効果としては、以下のものが挙げられます。 
 
（１） 発生主義による正確な行政コストの把握 
 現金主義会計では、整備した資産や借入の状況が分かりにくい側面があり、これを補完す

るものとして、複式簿記による発生主義会計を導入しています。発生主義会計では、減価償

却費などの見えにくいコストを含めたフルコストでのフロー情報を把握することができ、こ

れを区民に対して明示するとともに、職員のコストに対する意識改革にもつなげることがで

きます。 
 
（２） ストック情報（資産・負債）の総体の一覧的把握 
 貸借対照表（バランスシート）を作成することにより、資産の取得価格及び減価償却累計

額を明らかにし、地方公共団体がこれまでの行政活動により蓄積したすべての資産について、

その評価額も含めたストック情報が明示されるとともに、資産形成に要した負債の額とあわ

せて見ることで、ストック情報（資産と負債）の総体を一覧的に把握することが可能となり

ます。 

 

貸借対照表

行政コスト計算書

純資産変動計算書

資金収支計算書

発生主義により、ストック情
報・フロー情報を総体的・一覧
的に把握することで、現金主義
会計を補完。

発生主義会計

現金収支を議会の民主的統制下
に置くことで、予算の適正・確
実な執行を図るという観点か
ら、現金主義会計を採用。

現金主義会計

歳入歳出決算書

補完
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３ 総務省方式改訂モデルから統一的な基準への変更 
 北区では、平成１１年度決算以降、区財政の状況を区民の皆さまにご理解いただくため、

総務省モデルによる「北区のバランスシート」を作成し、平成１９年度決算から「総務省方

式改訂モデル」による財務書類を作成し、公表してきました。平成２７年１月に総務省より

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表され、当該基準による財務書類等を作

成するよう要請されたことに伴い、固定資産台帳の整備や日々仕訳の導入などの準備を進め、

平成２９年度決算から統一的な基準による財務書類を作成しました。 

  
○主な変更点 
・ 発生主義をベースとした複式簿記による会計処理（日々仕訳方式）を導入しました。 
・ 有形固定資産は、従来の決算統計データの集計値を基にするものから、北区が所有する

全ての資産を個々の資産ごとに整備した固定資産台帳に基づき、原則として取得価額で

の計上に変更しました。 
・ 耐用年数は、決算統計区分に応じたものから、総務省「資産評価及び固定資産台帳整備

の手引き」及び財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の区分に基づくも

のに変更しました。 
 

【貸借対照表】 
・ 固定資産の表示について、直接法から減価償却累計額を表示する間接法に変更しました。 
・ 有形固定資産について、行政目的別（生活インフラ・国土保全、教育等）から性質別（土

地、建物等）の表示に変更しました。 
 

【行政コスト計算書】 
・ 経常費用、経常収益、臨時損失、臨時利益の区分に変更しました。 
・ 性質別分類のみの表示に変更しました。 

 
【資金収支計算書】 
・ 地方債の発行額は、総務省方式改訂モデルでは性質に応じて活動区分別に表示していま

したが、統一的な基準では財務活動収支にまとめて表示しました。 
 
 

統一的な基準による地方公会計マニュアルから 
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第２章 財務書類作成における基本的事項 
１ 北区の財務書類の対象範囲 

 ３つの範囲（一般会計等、全体、連結）の財務書類を作成することで、北区とその関連

団体を連結して１つの行政サービス実施主体としてとらえ、資産の状況、負債・純資産の

状況、サービス提供に要したコストや資金収支の状況を総合的に明らかにします。なお、

関連団体が作成している財務書類については、統一的な基準に基づく勘定科目に組み替え

ています。 
 
（１） 対象範囲 

○一般会計等財務書類 
一般会計と、中小企業従業員退職金等共済事業会計の合計です。 
 

○全体財務書類 
一般会計等財務書類に、国民健康保険事業会計、介護保険会計、後期高齢者医療会計の

各特別会計を加えています。指標分析は、特別会計を含めた全体財務書類で行っています。 
 

○連結財務書類 
全体財務書類に、一部事務組合・広域連合、地方三公社、第三セクター等を加えています。 

 
※１ 規約に基づく当該年度の各区の経費負担割合等に応じた比例連結を採用しています。 
※２ 出資比率５０％以上の法人はすべて連結対象とします。また、出資比率２５％以上

の法人のうち、法人の業務運営に対して実質的な立場を確保している場合には連結

対象とします。 
※３ 平成２９年１２月１９日より、名称が変更になりました。北区・豊島区・荒川区の

出資割合に応じた比例連結の考え方を採用しています。なお、平成３０年度は、杉

並区も加わり４区となります。 
 
（２）連結相殺消去 

連結の対象となる会計及び団体間で行われている、資金の出資（受入）、繰出（繰入）、

資産の購入（売却）等の内部取引は相殺消去します。 
  

◆財務書類の範囲、連結団体一覧

会計・団体 名称  資本金等（千円）  出資割合（％）

一般会計

中小企業従業員退職金等共済事業会計

国民健康保険事業会計

介護保険会計

後期高齢者医療会計

特別区人事・厚生事務組合 173,411 4.54

東京二十三区清掃一部事務組合 1,159,904 3.473

東京都後期高齢者医療広域連合 7,460,000 2.776

特別区競馬組合 -  按分率1/23

地方三公社 北区土地開発公社 10,000 100.0

(公財)北区文化振興財団 3,000 100.0

(社福)北区社会福祉事業団 5,000 100.0

(一財)東京広域勤労者サービスセンター（※3） 3,000 33.3

(公財)東京都北区体育協会 50,000 35.7

全体

範囲

連結

一般会計等

特別会計

一部事務組合・
広域連合（※1）

第三セクター等
（※2）
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２ 北区の財務書類の作成方針 
北区では、以下の方針に沿って財務書類を作成しています。 

※財務書類（Ｐ５４～Ｐ７５）及び連結精算表（Ｐ７６～Ｐ８３）は、端数処理により、

合計金額が一致しない場合があります。 
 
○作成根拠 
 総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル（平成２８年５月改訂）」に基づい

て作成しています。 
 

○対象年度 
 作成基準日は、各年度３月３１日としています。なお、出納整理期間における出納につ

いては、基準日までに終了したものとして処理しています。 
 

○作成基礎データ 
 複式簿記（日々仕訳）による歳入・歳出の会計データ、非資金取引等の数値及び固定資

産台帳を始めとしたストック情報（資産・負債）の数値を基礎としています。 
 

○固定・流動の区分 
 資産項目と負債項目の流動・固定分類は１年基準を採用しています。 

 
○固定資産（有形・無形）と減価償却 
 固定資産台帳を基礎として計上しています。資産の評価、固定資産台帳の整備、減価償

却については、総務省「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」及び財務省令「減価償

却資産の耐用年数等に関する省令」により処理しており、第４章「固定資産台帳の整備」

（Ｐ４５）で詳しく説明します。 
 

○売却可能資産 
 売却可能資産の対象は、すべての普通財産としています。売却可能価額の算定は、平成

２６年１月１日を基準日とする固定資産税路線価により行っています。取得価額が不明な

物件は、帳簿価額を売却可能価額と同額としています。明細表は、参考資料（Ｐ８４）に

掲載しています。 
 

○投資及び出資金・投資損失引当金 
  保有する有価証券及び各団体への出資金を計上しています。なお、投資損失引当金は連

結対象団体への出資金の時価が取得価格を３０％以上下回る場合に計上されますが、該当

はありません。 
 

○未収金・長期延滞債権 
 特別区税や使用料・手数料、分担金・負担金、諸収入等の科目の収入未済額については、

歳入歳出決算書の収入未済額（不納欠損を控除した後の額）を未収金または長期延滞債権

として計上しています。 
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○地方債 
償還予定が１年超のものは固定負債に計上し、１年以内に償還予定のものは流動負債に

計上しています。 
 

 ○未払費用 
満期一括償還地方債について、会計年度に対応する利息相当額を計上しています。 
 

○徴収不能引当金 
 未収金・長期延滞債権および貸付金のうち、回収不能が見込まれるものについては、収

入未済額に過去５年間の不納欠損実績率をかけて積算し、引当金を計上しています。 
 

○退職手当引当金 
 年度末において、在籍する全職員（当該年度末退職者を除く）が普通退職した場合に必

要となる退職手当の全額を退職手当引当金として計上しています。退職コストは支給時に

一時的に発生するものではなく、職員の在籍期間を通じて徐々に発生していくという考え

方に基づき、年度末の要支給額を見積もり、計上しています。 
 

○損失補償等引当金 
 第三セクター等に対する損失保証債務について、経営状況等を勘案して、算定金額を計

上するもので、それ以外は偶発債務として注記します。北区は引当金の計上が必要な団体

がないため、未計上です。 
 

○賞与等引当金 
 職員への翌年度６月に支払う予定の賞与および法定福利費相当額の見込額について、年

度末時点の期間に対応する部分を計上しています。 
 

○預り金 
 年度末時点の歳計外現金（都民税の預り金等、第三者から預託されたもの）を負債計上

しています。 
 
○【負債の部】その他 
 小・中学校や保育所の建物の一部、システムの一部など、リースで対応している債務に

ついて、１年以内に支払期限の到来するものは流動負債、１年を超えて支払期限の到来す

るものは固定負債に計上しています。 
 

○固定資産等形成分 
 資産形成に充当した資源の蓄積であり、原則として金銭以外の形態（固定資産等）で保

有されます。 
 

○余剰分（不足分） 
 短期貸付金及び基金等を除く流動資産から、将来支払う必要がある負債合計を差し引い

て計上します。マイナスになるケースが多く、年度末時点での将来の金銭必要額を示しま

す。  
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３ 財務４表の概要・相互関係 
 財務４表とは、貸借対照表（バランスシート）、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び

資金収支計算書の４つを指し、それぞれが以下の状況を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 貸借対照表 
 （---年 3月31 日現在） 

【資産の部】    【負債の部】        

 固定資産      固定負債 

  土地        地方債 

  建物        退職手当引当金 

  工作物      流動負債 

  物品        １年内償還予定地方債 

  基金        預り金  

 流動資産     【純資産の部】        

  現金預金     固定資産等形成分 

  基金       余剰分（不足分） 

 

 左側に資産、右側に負債及び純資産の年度末時点の状

況を表したもので、左右の合計は一致しています。 
 複式簿記により、例えば固定資産の増加、地方債（将

来世代が負担する返済が必要なもの）の残高などストッ

ク情報の把握が可能となります。 
 また、発生主義により、減価償却累計額を加味した固

定資産の金額的な保有量や退職手当引当金などの将来支

払いが見込まれる債務などを把握できます。 

行政コスト計算書 
    （自 ---年 4 月1 日 至 ---年 3月31日） 
   経常費用   
   業務費用 
    人件費 
    物件費等 
    その他の業務費用 
   移転費用 
  経常収益 

   使用料及び手数料 
  純経常行政コスト  
  臨時損失 

臨時利益 
  純行政コスト    
     
 行政サービスの経費とサービスに係る受益者負担額につ

いて、１年間の状況を表したものです。 
 複式簿記により、現金取引だけではなく、期中の収益・

費用といったフロー情報を把握できます。 
 また、発生主義により、例えば建物の建設に支出した普

通建設事業費はコストではなく貸借対照表の資産に計上さ

れ、減価償却費の部分が行政コスト計算書に計上されます。

移転費用とは区が支出す

る補助金、社会保障給付

など団体や区民に経済資

源を移すものです。また、

利益を追求する企業会計

と異なり、コストを明示

する一方で、税収等は収

益に含みません。 

純資産変動計算書 
（自 ---年 4月1日 至 ---年 3月31日） 

  前年度末純資産残高     

   純行政コスト（△） 

   財源 

    税収等 

    国都補助金 

  本年度末差額     

   本年度純資産変動額 

  本年度末純資産残高  
     
 
 貸借対照表の【純資産の部】の１年間の増減内訳を表

すとともに、行政コスト計算書の純行政コストが、税金

や補助金等の財源でどの程度賄われたかを本年度末差額

で表したものです。 
 純資産は、資産から負債を引いた正味の資産です。こ

れまでの世代の負担で形成された返済不要のものと言え

ますが、その中身は固定資産が大半を占めており、将来

的な施設更新や老朽化に向けた対策が求められます。 

純行政コストは現世代に

提供したサービスを示し

ています。 

一方で、財源から純行政

コストを引いた本年度末

差額は、将来世代に引き

継ぐ資産の増減を表しま

す。 

資金収支計算書 
（自 ---年 4月1日 至 ---年 3月31日） 

  【業務活動収支】   
    業務支出 
    業務収入 

    臨時支出 

    臨時収入 

  【投資活動収支】   
    投資活動支出 
    投資活動収入 
  【財務活動収支】   
    財務活動支出 
    財務活動収入 

   本年度末資金残高   

   本年度末歳計外現金残高   

   本年度末現金預金残高   

 
 資金に着目して、１年間の収支を経常的な行政支出の業

務活動、公共資産整備等の投資活動、地方債発行・償還の

財務活動の３つの区分で表したものです。 
 現金主義である歳入歳出決算書と同様ですが、業務・投

資・財務の活動内容に分けて記載され、資金の使途と調達

状況を把握できます。 

資金とは、現金預金のこ

とを指します。 

資金を基点に見ると、施

設整備等は現金を支出

するため、投資活動収支

はマイナスに作用しま

す。 
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作成された貸借対照表（バランスシート）、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収

支計算書の４つは、それぞれ以下のように連動する相互関係にあります。 

 
貸借対照表   →略称：ＢＳ（Balance Sheet）  
行政コスト計算書 →略称：ＰＬ（Profit and Loss statement） 

   純資産変動計算書 →略称：ＮＷ（Net Worth statement） 
   資金収支計算書  →略称：ＣＦ（Cash Flow statement） 
 
《関連の具体例》 

それぞれの財務書類は、次のように関連しています。 
 

【例１】有形固定資産の取得 
・ 貸借対照表（バランスシート） ・・ 資産の部（固定資産：有形固定資産）に計上 
・ 行政コスト計算書・・・・・・・・ 減価償却費を計上 
・ 資金収支計算書・・・・・・・・・ 投資活動収支の投資活動支出に計上 

 
【例２】地方債発行による資金調達 

・ 貸借対照表（バランスシート） ・・ 負債の部（固定負債：地方債）に計上 
・ 行政コスト計算書・・・・・・・・ 支払利息を計上 
・ 資金収支計算書・・・・・・・・・ 財務活動収支の財務活動収入に借入額を計上 

 財務活動収支の財務活動支出に償還額を計上 
 

資産 負債

…

現金預金 純資産

…

　　※A-Bをプラスで表示します。

純行政コスト

＋

財務活動収支　Ｃ 財源（税収等・補助金）

本年度末現金預金残高　A+B+C+D 本年度末純資産残高

＋ ＋

前年度末資金残高　Ｄ 無償所管換等・その他

＝ ＝
（本年度末歳計外現金残高含む）

経常費用・臨時損失　Ａ

－

経常収益・臨時利益　Ｂ

貸借対照表＜ＢＳ＞ 行政コスト計算書＜ＰＬ＞

＋
＝

　　　純行政コスト　Ａ-Ｂ

業務活動収支　Ａ 前年度末純資産残高

資金収支計算書＜ＣＦ＞ 純資産変動計算書＜ＮＷ＞

＋ －

投資活動収支　Ｂ
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第３章 全体財務書類の要旨 
 区の資産、負債、純資産などの全体像を表した全体財務書類の分析は以下のとおりです。 
 
１ 貸借対照表 

 
○ 資産の内訳は、固定資産が６，５１６億円、流動資産が２９３億円であり、中でも

行政の特徴として有形固定資産が６，０７６億円と、全体に占める割合が高くなっ

ています。 
 

○ 有形固定資産は４８億円増加しました。主な要因は、なでしこ小学校の改築工事が

完了したことや、道路や公園の整備用地を新たに取得したことによるものです。 
 

○ 投資その他の資産は、新庁舎建設に備えた施設建設基金への積立てや十条のまちづ

くりなどに備えたまちづくり基金への積立てにより増加しました。 
 

○ 流動負債その他では、桜田つぼみ保育園の新園舎リースの開始等で２億円増加しま

したが、固定負債では退職手当引当金が３億円減少したほか、地方債は償還が進み

２億円減少したことから、負債合計は３億円減少しました。 

 貸借対照表（バランスシート）とは、区が行政サービスを提供するために保有して

いる資産と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを示すもの

です。また、負債は、将来世代にどの程度の負担を残しているかを示しています。 
平成２９年度末資産の総額は６，８０９億円で、前年度から７１億円の増となりま

した。負債は総額４８６億円で前年度から３億円の減、純資産は総額６，３２３億円

で前年度から７４億円の増となりました。 

【全体貸借対照表（バランスシート）の要旨】 （単位：百万円）

[資産の部] 平成28年度 平成29年度 増減 [負債の部] 平成28年度 平成29年度 増減

固定資産 645,188 651,612 6,424 固定負債 42,948 42,455 △ 493

　有形固定資産 602,811 607,564 4,753 　地方債 24,603 24,353 △ 250

　　事業用資産 358,047 360,095 2,048 　長期未払金 － － －

　　インフラ資産 243,910 246,557 2,647 　退職手当引当金 17,118 16,773 △ 345

　　物品 854 912 58 　損失補償等引当金 － － －

　無形固定資産 130 261 131 　その他 1,227 1,329 102

　　ソフトウェア 45 176 131

　　その他 85 85 0 流動負債 5,940 6,129 189

　投資その他の資産 42,247 43,787 1,540 　1年以内償還予定地方債 3,160 3,222 62

　　投資及び出資金 153 153 0 　未払金 － － －

　　長期延滞債権 2,488 2,341 △ 147 　未払費用 6 6 0

　　長期貸付金 88 69 △ 19 　前受金 － － －

　　基金 39,917 41,606 1,689 　前受収益 － － －

　　徴収不能引当金 △ 399 △ 382 17 　賞与等引当金 1,590 1,611 21

　預り金 692 621 △ 71

流動資産 28,631 29,287 656 　その他 492 669 177

　現金預金 6,818 7,620 802 負債合計 48,888 48,584 △ 304

　未収金 2,111 2,116 5 [純資産の部]

　短期貸付金 2,314 2,310 △ 4 　固定資産等形成分 665,340 671,599 6,259

　基金 17,838 17,677 △ 161 　余剰分（不足分） △ 40,409 △ 39,284 1,125

　徴収不能引当金 △ 450 △ 436 14 純資産合計 624,931 632,315 7,384

資産合計 673,819 680,899 7,080 負債及び純資産合計 673,819 680,899 7,080

　※平成28年度の数値は開始貸借対照表を使用しています。
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２ 行政コスト計算書 

 
○ 物件費は委託料や消耗品費など、維持補修費は施設の修繕費などを計上しています。 

減価償却費は、一定の耐用年数に基づき計算された資産価値減少額です。 
 

○ 移転費用は、一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険会計などにおける補助金等、

一般会計における社会保障給付としての扶助費などを計上しています。 
 

○ 経常収益は、施設の使用料など、合計で４９億円を計上しています。 
 

○ 臨時損失には資産除売却損を、臨時利益には資産売却益を計上しています。 

【全体行政コスト計算書の要旨】 （単位：百万円）

金額 構成比

経常費用 191,187 100.0%

業務費用 66,433 34.7%

　人件費 24,092 12.6%

　　職員給与費 19,466 10.2%

　　賞与等引当金繰入額 1,611 0.8%

　　退職手当引当金繰入額 1,247 0.7%

　　その他 1,768 0.9%

　物件費等 40,180 21.0%

　　物件費 30,961 16.2%

　　維持補修費 2,530 1.3%

　　減価償却費 6,677 3.5%

　　その他 12 0.0%

　その他の業務費用 2,161 1.1%

　　支払利息 201 0.1%

　　徴収不能引当金繰入額 389 0.2%

　　その他 1,571 0.8%

移転費用 124,754 65.3%

　補助金等 82,880 43.4%

　社会保障給付 41,856 21.9%

　その他 18 0.0%

経常収益 4,919 -

　使用料及び手数料 2,849

　その他 2,070

純経常行政コスト 186,268 -

　臨時損失 148

　臨時利益 3

純行政コスト 186,413 -

科目
平成29年度

 行政コスト計算書とは、１年間の行政サービスのうち、人的サービスや給付サービ

スなど、資産形成につながらない行政サービスに係る経費（人件費、物件費、社会保

障給付等）と、その行政サービスの直接の対価として得られた財源（使用料・手数料

等）とを対比して示したものです。 
 平成２９年度は、経常費用１，９１２億円、経常収益４９億円、純経常行政コス

トは１，８６３億円となり、資産の除売却損や売却益などの臨時損益を加味した純

行政コストは１，８６４億円となりました。 
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３ 純資産変動計算書 

 
○ 平成２９年度末純資産残高は、税収等や国都補助金などの財源調達が、純行政コストを

５７億円上回ったほか、詳細な調査により新たに判明した資産について、無償所管換等

で１６億円計上したことにより、７４億円増加しました。 
なお、純行政コストは、行政コスト計算書の収支と連動しています。 
 

○ 固定資産等の変動（内部変動）を見ると、有形固定資産等は、土地・建物ともに道路、

教育、福祉などの事業量の増により、前年と比較して増加しました。固定資産の状況に

ついては、Ｐ４６で前年度と比較しています。 
 

○ 貸付金・基金等については、施設建設基金に１０億円、まちづくり基金に１０億円を積

み立てたことなどにより、積立額が取崩し額を上回りました。 
 

○ 純資産は増加しているものの、資産の大半を事業用やインフラとしての固定資産で保有

しており、施設の適正管理だけではなく、これらの固定資産の将来的な更新、老朽化に

向けた対策を講じていくことが重要です。 
 

 純資産変動計算書とは、貸借対照表（バランスシート）の純資産の部に計上されて

いる科目が１年間でどのように変動したかを示すものです。また、行政コスト計算書

の純行政コストが、税金や補助金等の財源でどの程度賄われたかを本年度差額で表し

ます。 
平成２９年度は、年度末純資産残高が６，３２３億円で、前年度から７４億円の増

となりました。 

【全体純資産変動計算書の要旨】 （単位：百万円）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 624,931 665,340 △ 40,409

純行政コスト（△） △ 186,413 △ 186,413

財源 192,140 192,140

　税収等 134,478 134,478

　国都補助金 57,662 57,662

本年度差額 5,727 5,727

固定資産等の変動（内部変動） 4,602 △ 4,602

　有形固定資産等の増加 9,959 △ 9,959

　有形固定資産等の減少 △ 6,706 6,706

　貸付金・基金等の増加 9,229 △ 9,229

　貸付金・基金等の減少 △ 7,880 7,880

資産評価差額 － －

無償所管換等 1,630 1,630

その他 27 27 －

本年度純資産変動額 7,384 6,259 1,125

本年度末純資産残高 632,315 671,599 △ 39,284

科目 合計
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４ 資金収支計算書 

 

 
 

○ 業務活動収支は、１０５億円のプラスとなっています。これは、税収等収入や国都補助

金収入などの業務収入が、人件費支出、物件費等支出、補助金等支出、社会保障給付支

出などの業務支出を上回っていることを示しています。 
 

○ 一方で、投資活動収支は、８８億円のマイナスとなっています。これは、学校改築など

の投資活動支出が、国都補助金収入や基金取崩収入などの投資活動収入を上回ったため

です。施設建設などの投資活動を行うと、投資活動収支はマイナスに作用しますが、業

務活動収支の税収等収入や財務活動収支の地方債発行収入で補われます。 
 

○ 財務活動収支は、８億円のマイナスとなっています。これは、地方債償還支出が地方債

発行収入を上回ったためです。平成２９年度は、学校改築や道路整備事業において地方

債を発行しました。 
 

※ 基礎的財政収支（プライマリーバランス）は、Ｐ５０の指標分析にて詳しく説明します。 

【全体資金収支計算書の要旨】 （単位：百万円）

科目 平成29年度

【業務活動収支】

　業務支出 183,988

　　業務費用支出 59,234

　　移転費用支出 124,754

　業務収入 194,655

　臨時支出 118

　臨時収入 － 

業務活動収支 10,549

【投資活動収支】

　投資活動支出 18,534

　投資活動収入 9,691

投資活動収支 △ 8,843

【財務活動収支】

　財務活動支出 3,806

　財務活動収入 2,973

財務活動収支 △ 833

本年度末資金収支額 873

前年度末資金残高 6,126

本年度末資金残高 6,999

前年度末歳計外現金残高 692

本年度歳計外現金増減額 △ 71

本年度末歳計外現金残高 621

本年度末現金預金残高 7,620

 資金収支計算書とは、資金（＝現金預金）の出入りの情報を性質の異なる３つの区

分、「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」に分けて示すものです。 
平成２９年度の資金収支額は、９億円のプラスになり、歳計外現金の増減を含めた

本年度末現金預金残高は、７６億円となりました。 
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【耐用年数表】 （単位：年）

主な資産 構造 耐用年数

庁舎、図書館、ふれあい館等 鉄骨造、鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート 38・50

校舎・園舎・体育館等 鉄骨造、鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート 34・47

プール（学校・区民プール） 水泳用プール 30

校庭・園庭 ダスト舗装 30

倉庫 コンクリートブロック、鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート 34・38

便所 コンクリートブロック、鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート 34・38

道路 道路 50・60

舗装道路（アスファルト敷、コンクリート敷） 10・15

橋りょう 金属造、鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート 45・60

トンネル 鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート 75

公園 ベンチ 15・30

物品 エアコン・冷蔵庫 6

テレビ、食器洗浄機・オーブン等調理器具、自動車 5

ソフトウェア 各種システム 5

※総務省「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」・財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によるものです。

第４章 固定資産台帳の整備 
１ 固定資産台帳整備の目的 
 固定資産台帳とは、固定資産の取得から除売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産ご

とに管理する帳簿であり、北区が所有するすべての固定資産（道路、公園、学校等）につい

て、取得価額、耐用年数等を記載したものです。固定資産は、地方公共団体の財産の中で極

めて大きな割合を占めるため、財政状況を正しく把握するためには、正確な固定資産に係る

情報が不可欠です。財産の運用管理や把握を目的とした公有財産台帳とは異なり、資産価値

に係る情報把握が前提となっています。 
 また、「公共施設等総合管理計画」に関連した公共施設の維持管理・修繕・更新等、中長期

的な経費の見込みや施設計画の立案などに、整備した台帳を活用することも考えられます。 
 北区では、平成２９年度決算の公表に合わせて、統一的な基準に基づき、有形固定資産及

び無形固定資産について台帳を整備しました。 

  

【計上基準】
主な内容 基準

　土地 庁舎、学校、保育所等の土地 原則として取得価額で評価し、再評価は行いません。

　建物 庁舎、学校、保育所等の建物 原則として取得価額で評価し、減価償却を行います。

　工作物 プール、フェンス等 原則として取得価額で評価し、減価償却を行います。

　建設仮勘定 未完成の工事等 工事が未完成で、工期が年度を超えるものを計上しています。

　土地 道路、公園等の土地 道路は1路線1単位とし、原則として取得価額で評価します。価額

算定が困難なものは再調達価額とします。

　建物 公園管理棟、便所等 原則として取得価額で評価し、減価償却を行います。

　工作物 道路の舗装、橋りょう等

　建設仮勘定 未完成の道路や公園工事等 工事が未完成で、工期が年度を超えるものを計上しています。

　物品 自動車、美術品等 １件100万円以上を対象に原則として取得価額で評価し、減価償却

を行います。ただし、美術品は1件300万円以上を対象に原則とし

て取得価額で評価し、減価償却を行いません。

　ソフトウェア 各種システム 1件50万円以上を対象に原則として取得価額で評価し、減価償却を

行います。

　その他 地上権 公園用地として地上権を設定しており、減価償却は行いません。

※減価償却は耐用年数表に応じて行います。

区分

物

品

事
業
用
資
産

イ
ン
フ
ラ
資
産

無
形

道路工作物は１件100万円以上を対象に、原則として取得価額で評価
し、減価償却を行います。舗装、排水溝、街路灯、ガードパイプ等は
一体とみなし、個別単位として取り扱いません。
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２ 固定資産の状況 
北区が保有する固定資産は、以下のように分類されます。 

 
固定資産の内訳を見ると、有形固定資産が固定資産の大半（9 割以上）を占めており、事

業用資産の土地や建物、インフラ資産の土地が多くなっています。 
 
（１）事業用資産 

 事業用資産には、庁舎、小・中学校、保育所、特別養護老人ホーム、体育館、文化センタ

ーなどの土地や建物などを計上しています。土地については、平成２９年度は、（仮称）滝野

川三丁目公園用地を事業用資産からインフラ資産へ所管換えしたため、前年度から２３億円

減少しました。建物については、平成２９年度は、なでしこ小学校やシルバーピア赤羽北な

どを新たに計上し、前年度から４０億円増加しました。工作物には、野球場の防球ネット、

ナイター用照明設備、プール（学校・区民）、人工芝、門扉やフェンスなどを計上しています。

建設仮勘定には、工事未完成分を計上しています。 
 
（２）インフラ資産 

 インフラ資産の土地には、道路や公園などの土地を計上しています。平成２９年度は、前

述のとおり（仮称）滝野川三丁目公園用地を所管換えにより計上し、前年度から２９億円増

加しました。建物には、道路上のエレベーター、公園管理棟、便所などを計上しています。

工作物には、道路の舗装・排水溝・ガードパイプ等を一体として計上するほか、公園の舗装・

フェンス・手すり・ベンチ、照明などの数多くのものが含まれています。建設仮勘定には、

道路や公園の工事未完成分、供用開始前の道路用地などを計上しています。平成２９年度は

区画街路３号線予定地の取得などにより、４億円増加しました。 
 
（３）物品その他 

 物品は多岐にわたっており、１００万円以上の備品が主なものです。自動車、モニュメン

ト、美術品（３００万円以上）などを計上しています。ソフトウェアは、各種システムを計

上しており、内部情報系システムを追加取得したため、増加しています。その他は、ＪＲ線

のトンネル上に存在する赤羽台四丁目公園の地上権を計上しています。 

※有形固定資産減価償却率については、Ｐ４８の指標分析にて資産種別ごとに分析を行って

います。 

件数・規模 金額 件数・規模 金額 件数・規模 金額

　土地 742,694㎡ 2,649億円 747,107㎡ 2,626億円 4,413㎡ △ 23億円

　建物 658,972㎡ 867億円 697,156㎡ 907億円 38,184㎡ 40億円

　工作物 － 20億円 － 24億円 － 4億円

　建設仮勘定 25件 45億円 25件 44億円 0件 △ 1億円

　土地 2,650,218㎡ 1,761億円 2,657,666㎡ 1,790億円 7,448㎡ 29億円

　建物 5,114㎡ 18億円 5,162㎡ 18億円 48㎡ 0億円

　工作物 － 629億円 － 622億円 － △ 7億円

　建設仮勘定 89件 31億円 154件 35億円 65件 4億円

物
品

　物品 － 9億円 － 9億円 － 0億円

　ソフトウェア 13件 　4,484万円 14件 1億7,561万円 1件 1億3,077万円

　その他（地上権） 10件 　8,498万円 10件 　8,498万円 0件 0

無
形

平成29年度

イ
ン
フ
ラ
資
産

平成28年度

事
業
用
資
産

区分
増減
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第５章 指標による分析 
 地方公共団体の財務書類の利用者としては、広く区民の皆さま、議会、職員、その他外部

利用者など多様な主体が挙げられますが、北区の説明責任は、第一義的に区民の皆さまに対

して果たされるべきものであることから、その視点に基づく分析が必要となります。 
 そこで、北区の全体財務書類を対象として、①資産形成度 ②世代間公平性 ③持続可能性

（健全性）④効率性 ⑤弾力性 ⑥自律性 に着目して分析を行っていきます。 
※ 作成方法が総務省方式改訂モデルから統一的な基準に変わったため、前年度比較ができないものがあります。 

１ 資産形成度 
 
 

 
（１）区民一人当たりの資産額 
 
 

  

 
 

平成２９年度は、なでしこ小学校の改築等の大型投資があった一方で、北区の総人口は転

入者や出生数の増により約３千人増加したため、区民一人当たりの資産額は約１９５万円と

横ばいとなりました。 
 
（２）歳入額対資産比率 
 
 

 
 

 
 

  
これまでに形成された資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、資産形成度合いを測る

ことができます。平成２９年度は、滝野川三丁目国有地取得や赤羽体育館建設が終了したに

よる特定財源（地方債、繰入金）の減により、歳入総額は減少した一方、なでしこ小学校や

シルバーピア赤羽北などの竣工で資産は増加し、歳入額対資産比率は、３．１９年となりま

した。  

  区民の視点 ： 現在の資産はどのくらいあるのか 

区民一人当たりの資産額 ＝ 資産合計 ／ 北区の総人口 

歳入額対資産比率 ＝ 資産合計 ／ 歳入総額 

※歳入総額＝資金収支計算書（業務収入＋投資活動収入 

       ＋財務活動収入＋前年度末資金残高） 

0

50
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200

250

28 29

万円

年度

区民一人当たりの資産額

2.0

3.0

4.0

5.0

28 29

年

年度

歳入額対資産比率

◆区民一人当たりの資産額

区分 平成28年度 平成29年度

資産合計  6,738億円  6,809億円

北区の総人口 346,249人 349,056人

一人当たり資産額 195万円 195万円
※各年度3月31日現在の住民基本台帳人口により算出しています。

◆歳入額対資産比率
区分 平成28年度 平成29年度

資産合計 6,738億円 6,809億円
歳入総額 2,180億円 2,134億円

歳入額対資産比率 3.09年 3.19年
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（３）有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 
 
 
 

 

有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）は、値が高いほど、近い将来に、公共資産の

更新や維持補修のためのコストが必要になると見込まれます。 

平成２９年度は、前年度より０．３ポイント上昇して５４．８％となりました。橋りょう・

トンネルは新田橋や十条跨線橋など償却が終了している橋が多く、幼稚園・保育所や保健所

も建設年度から年数が経過している建物が多いため、減価償却率は高くなっています。 

 一方で、図書館は平成２０年度に建設した中央図書館の規模が大きく、また体育館・プー

ルは赤羽体育館が平成２８年度に竣工したため、他の施設と比較すると低位です。また、道

路は舗装打替を計画的に進めているため低位となっているほか、学校施設は、なでしこ小学

校の改築が平成２９年度に完了するなど計画的な改築・改修が進んでいるため、前年度より

低下しました。 

 

有形固定資産減価償却率 ＝ 減価償却累計額 ／ 取得価額 

        （資産老朽化比率）                     

◆有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） （単位：百万円、％）

平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 平成29年度

①道路 88,454 89,289 37,724 39,494 50,730 49,795 42.6 44.2

②橋りょう・トンネル 25,946 26,686 18,473 18,799 7,473 7,887 71.2 70.4

③幼稚園・保育所 9,326 9,347 6,925 7,223 2,401 2,124 74.3 77.3

④公営住宅 7,252 8,461 5,621 5,755 1,631 2,706 77.5 68.0

⑤学校施設 49,881 54,451 26,153 26,168 23,728 28,283 52.4 48.1

⑥児童館 2,070 2,025 1,287 1,286 783 739 62.2 63.5

⑦図書館 2,683 2,720 657 711 2,026 2,009 24.5 26.1

⑧体育館・プール 13,368 13,239 4,779 4,931 8,589 8,308 35.7 37.2

⑨福祉施設 19,299 19,891 9,129 9,776 10,170 10,115 47.3 49.1

⑩市民会館 30,417 30,514 16,257 16,865 14,160 13,649 53.4 55.3

⑪保健センター・保健所 1,284 1,284 967 993 317 291 75.3 77.3

⑫庁舎 19,808 20,304 11,226 11,569 8,582 8,735 56.7 57.0

⑬その他 67,886 69,560 45,000 46,986 22,886 22,574 66.3 67.5

償却資産計※ 337,674 347,771 184,198 190,556 153,476 157,215 54.5 54.8

※有形固定資産のうち物品、建設仮勘定は除いています。

減価償却累計額（Ｂ） 減価償却率（Ｂ/Ａ）×100
区分

取得価額（Ａ） 簿価（Ｃ）=A-B

498

79 21 27

283

7 20 83 101
136

3 87

226

44.2 

70.4 
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％億円 償却資産別の簿価と減価償却率（平成29年度）

簿価 減価償却率
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２ 世代間公平性 
 

 
 
（１）純資産比率 

 
 

  

 
 
 
 

行財政の健全な運営のためには、一定の純資産の確保が必要です。純資産比率が高くなれ

ば借金などに頼らず、将来世代の負担が軽くなることを意味します。 
 平成２９年度は、純資産が７４億円増加した一方で、資産が負債の減により７１億円の増

加にとどまったため、前年度より０．２ポイント上昇して９２．９％となりました。 
 
 
 
（２）社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

 
 
 

 

  
社会資本等（有形・無形固定資産）の形成にあてた地方債の割合をみることにより、将来

世代の負担割合を把握することができます。 
平成２９年度の社会資本等形成の世代間負担比率は、償還額が発行額を上回ったため、地

方債残高は２億円減少した一方、事業用及びインフラ資産など有形固定資産が４８億円増加

したため、将来世代負担比率は４．５％と引き続き低位を保っています。 
 
  

  区民の視点 ： 将来世代と現世代との負担の分担は適切か 

純資産比率 ＝ 純資産合計 ／ 資産合計 

社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 
＝ 地方債残高 ／ 有形・無形固定資産合計 

90

91
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93

94

28 29

％

年度

純資産比率

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

28 29

％

年度

社会資本等形成の世代間負担比率
◆社会資本等形成の世代間負担比率

区分  平成28年度  平成29年度 

地方債残高 278億円 276億円

　固定負債   246億円 244億円

　流動負債  32億円  32億円

有形固定資産 6,028億円 6,076億円

無形固定資産 　1億円 　3億円
社会資本等形成の世代間負担比率 4.6% 4.5%

◆純資産比率

区分 平成28年度 平成29年度

純資産合計 　 6,249億円 　 6,323億円

資産合計 　 6,738億円 　 6,809億円

純資産比率 92.7% 92.9%
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３ 持続可能性（健全性） 
 
 
 
（１）区民一人当たりの負債額 
 
 
 

 
 
 
 
 負債の大半を占める地方債の発行額は資産額と対比して低い水準であり、適正に運用して

います。平成２９年度の区民一人当たりの負債額は、総人口が増加したほか、地方債の償還

が進んだことから、微減となりました。 
 
 
（２）基礎的財政収支（プライマリーバランス） 
 
 
 
 
 

 
  

プライマリーバランスとは、税収入等の歳入で社会保障費・公共事業費などの歳出が賄え

ているかを示す指標であり、平成２９年度の収支は支払利息を除いて、１９億円のプラスと

なりました。 
 業務活動収支では、人件費や社会保障給付費など、必要な業務費用を計上した一方、特別

区税や都税と連動した各種交付金など業務収入を計上し、１０７億円のプラスとなりました。

投資活動収支では、学校の改築やシルバーピア赤羽北の建設などの公共施設等整備費支出が

９０億円となった結果、８８億円のマイナスとなりました。 
 今後も社会保障給付費や老朽化した施設の更新経費などの増加が見込まれ、計画的かつ安

定的に対応していくためには、地方債や基金を適切に活用していく必要があります。 
  

◆区民一人当たりの負債額

区分 平成28年度 平成29年度

負債合計 　489億円 486億円

北区の総人口 346,249人 349,056人

一人当たり負債額 14.12万円 13.92万円
※各年度3月31日現在の住民基本台帳人口により算出しています。

◆プライマリーバランス

区分 平成29年度

業務活動収支（支払利息支出を除く） 107億円

投資活動収支 △88億円

基礎的財政収支 19億円

  区民の視点 ： 財政に持続可能性があるか（どれくらい借金があるのか） 

区民一人当たりの負債額 ＝ 負債総額 ／ 北区の総人口 

基礎的財政収支 ＝ 業務活動収支（支払利息支出を除く）＋投資活動収支 

※地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入の 

バランスを示す指標 

13.5

13.7

13.9

14.1

14.3

14.5

28 29

万円

年度

区民一人当たりの負債額
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人件費

241億円

（12.6％）

物件費等

402億円

（21.0％）

その他

21億円

（1.1％）

補助金等

829億円

（43.4％）

社会保障給付

419億円

（21.9％）

業務費用

664億円
（34.7％）

移転費用

1,248億円
（65.3％）

性質別行政コスト構成比

４ 効率性 
 
 
 
（１）区民一人当たりの行政コスト 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 人口が増加傾向にある中、保育所待機児童解消対策に伴う保育所入所児童数の増などによ

り社会保障給付が増加し、平成２９年度の区民一人当たり行政コストは５３．４万円となっ

ています。 
 
 
（２）区民一人当たりの人件費・物件費等 
 
 
 

 
 平成２９年度の区民一人当たりの人件費・物件費等は１８．４万円となりました。 

維持補修費については、施設の経年劣化により今後増加していくことが見込まれますが、

「公共施設再配置方針」による公共施設の総量削減を推進するとともに、計画的な維持保全

に努め、適切な管理を行っていきます。 
  

◆区民一人当たりの人件費・物件費等
区分 平成29年度

人件費 241億円

物件費等 402億円

北区の総人口 349,056人

一人当たり人件費・物件費等 18.4万円

※3月31日現在の住民基本台帳人口により算出しています。

  区民の視点 ： 行政サービスは効率的に提供されているか 

区民一人当たりの行政コスト ＝ 純経常行政コスト ／ 北区の総人口 

      ※純経常行政コスト ＝ 経常費用（ 業務費用 ＋ 移転費用 ）－ 経常収益 

区民一人当たりの人件費・物件費等 ＝ 人件費・物件費等 ／ 北区の総人口 

◆区民一人当たりの行政コスト

区分 平成29年度

経常費用 1,912億円

経常収益 49億円

純経常行政コスト  1,863億円

北区の総人口 349,056人

一人当たり行政コスト 53.4万円
※3月31日現在の住民基本台帳人口により算出しています。
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５ 弾力性 
 
 
 
（１）行政コスト対税収等比率 
 
 
 

 
 
 税収等のうち、どれだけが資産形成を伴わない純経常行政コストに消費されたのかを把握

できます。この比率が高いほど資産形成の余裕度が低いことを意味し、１００％を上回ると

過去に蓄積した資産が取り崩されたことを表します。 
 平成２９年度は、純経常行政コストを１，８６３億円計上したことに対し、税収等および

国都補助金を合わせた財源を１，９２１億円計上し、行政コスト対税収等比率は９６．９％

となりました。数値は依然として高い水準にあり、税収等だけでは追加的な資産形成余力に

乏しい状況となっています。 
 
 
６ 自律性 
 
 
 
（１）受益者負担比率 
 
 
 

 
 
 経常収益を経常費用と比較することで、行政サービスの提供に対してどの程度使用料や手

数料等の受益者負担（経常収益）で賄えているかを表します。 
 平成２９年度の受益者負担比率は２．６％となっています。なお、施設の使用料等につい

ては３年ごとに見直しを行っており、平成３０年度から一部施設において改定を行いました。 

◆行政コスト対税収等比率

区分 平成29年度

純経常行政コスト 　1,863億円

財源 　1,921億円

　税収等 　1,345億円

　国都補助金 　　576億円

行政コスト対税収等比率 96.9%

◆受益者負担比率

区分 平成29年度

経常収益 　　49億円

経常費用 　1,912億円

受益者負担比率 2.6%

  区民の視点 ： 資産形成を行う余裕はどのくらいあるか 

行政コスト対税収等比率 ＝ 純経常行政コスト ／ 財源 
※財源は税収等と国都補助金の合計 

  区民の視点 ： 受益者負担の水準はどうなっているか 

受益者負担比率 ＝ 経常収益 ／ 経常費用 
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